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  １ 大学の概要  

 

 

（１）法人名    公立大学法人滋賀県立大学 

 

 

（２）所在地    滋賀県彦根市八坂町２５００番地 

 

 

（３）役員の状況 

 

  （平成18年４月１日から平成21年３月31日まで） 

    理事長（学長）   曽我  直弘 

    副理事長      馬場   章（総務担当） 

    理事       里深  信行（研究・評価担当） 

    理事       土屋  正春（教育担当） 

    理事       田邉  俊夫（地域貢献・渉外担当） 

    理事（非常勤）  森   哲次（日本電気硝子株式会社取締役会長）  

    理事（非常勤）   脇田  晴子（城西国際大学客員教授）     

    監事（非常勤）   平居 新司郎（公認会計士） 

    監事（非常勤）   荒川  葉子（弁護士） 

 

  （平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

    理事長（学長）   曽我  直弘 

    副理事長      馬場   章（総務担当） 

    理事       大田  啓一（教育担当） 

    理事       菊池  潮美（研究・評価担当） 

    理事       仁連  孝昭（地域貢献・渉外担当） 

    理事（非常勤）  森   哲次（日本電気硝子株式会社取締役会長）  

    理事（非常勤）   脇田  晴子（石川県立歴史博物館長）     

    監事（非常勤）   平居 新司郎（公認会計士） 

    監事（非常勤）   荒川  葉子（弁護士） 

 

  （平成22年４月１日から） 

    理事長（学長）   曽我  直弘 

    副理事長      川口  逸司（総務担当） 

    理事       大田  啓一（教育担当） 

    理事       菊池  潮美（研究・評価担当） 

    理事       仁連  孝昭（地域貢献・渉外担当） 

    理事（非常勤）  森   哲次（日本電気硝子株式会社取締役会長）  

    理事（非常勤）  田端  泰子（京都橘大学学長）     

    監事（非常勤）   荒川  葉子（弁護士） 

    監事（非常勤）   奥村  隆志（公認会計士） 

 

（４）学部等の構成  ※ 平成22年４月１日現在 

  

   【学部等】 

      環境科学部    環境生態学科 

                環境政策・計画学科 

               環境建築デザイン学科 

               生物資源管理学科 

      工学部      材料科学科 

                機械システム工学科 

               電子システム工学科 

      人間文化学部   地域文化学科 

                生活デザイン学科 

               生活栄養学科 

               人間関係学科 

      人間看護学部   人間看護学科 

      国際教育センター 

 

   【大学院】 

      環境科学研究科  環境動態学専攻   （博士前期・博士後期） 

               環境計画学専攻   （博士前期・博士後期） 

      工学研究科    材料科学専攻    （博士前期） 

               機械システム工学専攻（博士前期） 

               先端工学専攻         （博士後期） 

      人間文化学研究科 地域文化学専攻   （博士前期・博士後期） 

               生活文化学専攻   （博士前期・博士後期） 

      人間看護学研究科 人間看護学専攻   （修士） 
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   【大学附属施設】 

            図書情報センター 

      地域づくり教育研究センター 

      環境管理センター 

      地域産学連携センター 

      学生支援センター 

      環境共生システム研究センター 

 

   【事務局】 

            総務グループ 

      財務グループ 

      経営戦略グループ 

      学生・就職支援グループ 

      教務グループ 

      図書情報グループ 

      地域貢献研究推進グループ 

 

 

（５）学生数および教職員数    ※ 平成22年５月１日現在 

 

  ①学生数   学部    2,401人 

         大学院     282人   計2,683人 

 

  ②教職員数  教員       200人 

         職員    55人   計 255人 

 

 

（６）沿革 

 

  平成７年４月 開学（環境科学部・工学部・人間文化学部） 

 

  平成11年４月 大学院修士課程開設 

           （環境科学研究科・工学研究科・人間文化学研究科）  

  

  平成13年４月 大学院博士課程開設 

           （環境科学研究科・工学研究科・人間文化学研究科） 

 

  平成15年４月 人間看護学部開設 

 

  平成18年４月 公立大学法人滋賀県立大学設立 

 

  平成19年４月 大学院修士課程開設（人間看護学研究科） 

 

  平成20年４月 工学部電子システム工学科開設 

 

（７）大学の基本的な目標 

 

  滋賀県立大学は、滋賀県における学術の中心として、未来を志向した高度な学芸

と、悠久の歴史や豊かな自然、風土に培われた文化を深く教授研究するとともに、

新しい時代を切り拓く広い視野と豊かな創造力、先進的な知識、技術を有する有為

の人材を養成することを目的としている。 

  また、開かれた大学として、県民の知的欲求に応える生涯学習の機会の提供や地

域環境の保全、学術文化の振興、産業の発展、人間の健康など、滋賀県の持続的発

展の原動力として大きく寄与することを使命としている。 

  この大学設置の基本理念を踏まえ、次の基本的な目標を定める。 

 

  ・「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーに、滋賀の豊かな自然

の中で「環境と人間」をキーワードとした教育研究を推進する。 

  ・少子高齢化、国際化、情報化の進展により、今後に求められる高等教育の多様

化に対応して、学部や大学院を整備充実し、優れた人材を養成する機能を拡充

する。 

  ・公立大学として、地域の生涯学習の拠点および地域貢献、産学連携、国際貢献

等の社会貢献機能の強化を目指す。 
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 ２ 全体的な状況とその自己評価  

 

 

Ⅰ 全体的な状況 

 

 滋賀県立大学は、「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーとして、

滋賀の豊かな自然の中で「環境」と「人間」をキーワードに、「人が育つ大学」を目

指して教育研究を推進してきた。 

 法人化にあたっては、次に掲げることを基本的な姿勢にすえ、計画の策定・遂行に

あたってきた。 

 ① これまでの成果の上に 

    本学で培ってきた教育・研究・社会貢献活動を明確にしつつ、一層発展させる。 

  ② 重点を明確に 

    総花的でなく「選択と集中」を意識し、県立大学の特色・強みを打ち出す。 

  ③ 「学生の立場」を視点に 

    教育・研究をはじめとした課題の遂行を「学生が育つ」という視点で検証する。 

  ④ 社会との連携を視野に 

    地域・県民・産業・他大学等との連携・交流を常に視野にいれる。 

 

 平成18年度から平成20年度までは、業務を円滑かつ効果的に推進するための体制を

構築しながら、教育研究活動をはじめとする事業を展開し、滋賀県公立大学法人評価

委員会から「概ね計画どおり進んでいる」との評価を得た。 

 平成21年度は、中期計画６年の後半最初の年として、これまでの施策を着実に成果

に結びつけ、滋賀県立大学が目指す大学の姿「人が育つ大学」「地域に根ざし、地域

に学び、地域に貢献する大学」「進化する総合大学」を念頭に、学生と県民の期待に

応え、そして、全国に誇れる大学としてさらなる飛躍を目指して、年度計画の遂行に

あたった。 

 

 

Ⅱ 「平成20事業年度に係る業務の実績に関する評価結果」において課題となる事項

として指摘された事項 

 

(1) ＷＥＢ版シラバスを活用しているが、その掲載科目数および内容が十分でなく、

改善に向けた取り組みを始めており、その成果を期待したいとの指摘について 

ＷＥＢ版シラバスが充分活用されるように教員向けの研修会を開催し、学生の

自主的学習を支援するための追加情報の提供を依頼した。その結果、43科目の追

加情報を登載することとなった。 

 

(2) 同窓会組織と連携した就職活動への支援等今後の協力を期待するとの指摘に

ついて 

同窓会組織との連携による就職支援の一環として、県立短期大学工業部同窓会

が実施したＯＢ企業訪問に就職担当の職員が同行し、工場見学に併せて人事採用

担当者との懇談や求人依頼を行った。 

 

(3) 大学の知的財産について、学術研究の成果を蓄積し、幅広く活用してもらう社

会貢献の視点を持ち、可能なものは権利化、事業化に努めることが必要との指摘

について 

平成21年度から届出のあった職務発明に関して、特許権等を受ける権利を大学

が承継したものを対象として奨励金を交付することとした。 

権利化、事業化については、平成21年度に地場産業である浜ちりめん素材を使

ったスカートを開発し、意匠権登録を行った。また、平成20年度に採択された「地

域イノベーション創出研究事業」において、本学を研究拠点にバイオマス資源の

ひとつである籾殻を有効利用した自動車部材の開発等に取り組み、特許を共同出

願した。 

 

(4) 彦根市内の３大学間での取組を強化するよう指摘されたことについて 

３大学間で単位互換協定を締結し、各大学が提供する科目を履修できるように

した。授業は３大学の学生が受講しやすいようにＪＲ彦根駅前のアル・プラザ彦

根６階にある大学サテライト・プラザ彦根で実施した。 

 

(5) ＴＯＩＥＣ受験を契機に意識付けをしているが、英語力の向上という結果に結

びついておらず、英語教育のみならず国際化に向けた教育のより一層の工夫が求

められるとの指摘について 

   英語力向上のため、１、２年次において少人数クラス（30人）に編成した。ま

た、入学直後と２年時の12月に実施したＴＯＥＩＣ試験の結果比較からは、この

間に10％の成績向上が認められ、少人数クラスの効果が現れた。国際化について

は、英語による授業の開講のほか、留学生やＪＣＭＵ（ミシガン州立大学連合日

本センター）の学生と本学の学生の交流の場を設けるなど国際化への対応を図っ

た。また、大学の将来構想において、国際化を大きな柱として位置付けるととも

に、「国際人文系」の新たな教育研究組織（学科）の具体化について、平成22

年度中に検討することとした。 
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Ⅲ 教育研究等の質の向上 

 

 

１ 教育 

 

 (1) 教育の充実・高度化 

  ① 全学共通教育推進機構の設置 

全学共通教育の総合的実施組織として、全学共通教育推進機構を設置すると

ともに人間学部会など科目領域部会を設けた。機構において、科目の新設や変

更、履修方法等の改善などの検討を行い、共通教育の推進を図った。 

  ② 人間学の充実 

人間学のさらなる充実を図るため、「生命・人間・倫理」など平成21年度か

ら新たに３科目を開講した。 

  ③ ＦＤ活動の積極的推進 

    ＦＤ研修会の開催とともに「学生の自宅学習を促す教育プログラムモデル

事業」を引き続き実施し、教育補助員制度を活用しながら教員の教育力の向

上を図った。 

  ④ ＧＰＡ制度の試行的導入 

平成21年度入学の１年次生から、「秀・優・良・可・不可」の成績評価に加

えて、ＧＰＡによる成績評価制度を試行的に導入し、その結果を保護者に通知

した。 

 

 (2) 実践的教育の充実 

  ① 近江楽座の実施 

平成19年度から大学独自プロジェクトとして位置づけた「スチューデントフ

ァーム『近江楽座』／まち・むら・くらしふれあい工舎」において、平成21年

度は、新規プロジェクト10チーム、継続プロジェクト（ベーシックプログラム）

６チーム、 継続プロジェクト（ステップアッププログラム）８チーム、Ｂプロ

ジェクト１チームの計25チームが活動した。 

  ② アジア環境人材育成の拠点づくり 

    平成21年度に環境省から「環境人材育成のための大学教育プログラム開発を

行うモデル大学」として採択された。産業界、行政、市民団体、他大学と連携

して環境人材育成のアジアの拠点づくりを目指し、フィールドワークを中心と

した人材育成プログラムの開発に取り組んだ。 

③ インターンシップの正規科目化 

    インターンシップについては、正規の授業科目として開講し、参加者数は延

べ62人（昨年度は33人）となった。実習後は、学内での事後報告会を実施する

など、就職に対する意識の向上に努めた。 

 

 (3) 学生支援の充実 

  ① 学生支援室の充実 

  学生支援室内に専任の教員を配置し、学生の相談に常時対応できるよう学生

支援の強化を図った。 

② 入学料免除制度の創設 

  経済的支援措置として、新たに入学料減免制度を導入した。 

③ 就職支援の充実 

就職を取り巻く厳しい環境に対応し、新たに３回生向け「就職活動早わかり

セミナー」（職員による講義）や４回生向け「就職活動応援セミナー」などを

実施し、就職支援の強化を図った。 

④ 障害学生等の支援体制の整備 

心身等に障害のある者を受け入れ、修学等を円滑に支援するための体制を整

備した。 

 

 (4) 学生の獲得 

① オープンキャンパス参加者の増加 

大学が持つ魅力を高校生とその保護者等に伝えるため、８月と11月にオープ

ンキャンパスを実施した結果、昨年度より200人（7.2％増）多い2,973人の参

加者があった。 

  ② 入学志願者の確保 

大学のアドミッションポリシーを明確にし、大学が求める学生の確保に努め

た結果、一般入試において前年並みの2,683人の志願者（前期・後期の合計）

を確保した。 

 

 

２ 研究 

 

 (1) 研究の活性化 

    ①  科学研究費補助金の獲得支援 

    科学研究費補助金の獲得のため、特任教授による研究計画書レビュー、研修

会などを実施した結果、申請数は新規・継続分の合計で６件増加（合計136件）

した。なお、平成22年度の新規採択分の採択率が32.6％となり、全国で21位、

公立大学中ではトップとなった。 

② 特別研究費の戦略的配分 

  研究費を戦略的に配分し、重点領域研究３件、特別研究６件、奨励研究８件



- 5 - 

を実施した。 

③ 研究表彰 

各教員が活発な研究活動を行った結果、10件の研究表彰の受賞があった。ま

た、大学院生についても14件の受賞があった。 

 

 (2) 海外の大学との学術交流の推進 

   本学とアウクスブルク大学（ドイツバイエルン州）は、交流と協力を促進する

ための包括交流協定と教員、研究者及び学生の相互派遣に関する交流協定を締結

した。また、学術交流協定校である中国の海南大学の研究者を招聘し、交流会を

開催した。 

 

 (3) サバティカル制度の導入 

平成20年度に策定されたサバティカル制度を活用し、平成21年度秋期より３人

の教員に適用した。 

 

 (4) 県立３機関で統合研究を推進 

   本学と琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館は、琵琶湖の統合研究を進

めることで基本合意した。琵琶湖研究を中心に研究者同志の連携だけでなく組織

としての連携も強化し、大規模で質の高い研究を目指すこととなった。 

 

 

３ 地域貢献 

 

 

 (1) 彦根３大学の連携の推進 

彦根３大学・大学間連携コミュニケに基づき、３大学リレー公開講座（７/19

～8/１）、特別講演(3/6)を実施した。また、３大学間で単位互換協定を締結し、

各大学が提供する科目を履修できるようにした。授業は３大学の学生が受講しや

すいようにＪＲ彦根駅前のアル・プラザ彦根６階にある大学サテライト・プラザ

彦根で実施した。 

 

(2) 公開講座、琵琶湖塾等の開講 

開かれた大学として地域のニーズに応え、公開講座、公開講義、セミナー等を

実施し、地域の生涯学習の拠点としての役割を果たした。 

また、ジャーナリストの田原総一朗氏を塾長に迎え、自然と人間がともに輝く

社会を築き上げるための担い手として活躍する人材を育成することを目的とし

て、琵琶湖塾を開催した（塾生357人、協賛企業等22社）。 

 

(3) コミュニティ・アーキテクト（近江環人）の育成 

文部科学省「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムに採択（平成18年度）  

された「近江環人地域再生学座」（大学院修士課程）を通じて、湖国近江の風土、

歴史、文化を継承し、環境と調和した循環型地域社会づくりのためのリーダーた

る人材の育成に努め、計36人（平成21年度は９人）にコミュニティ・アーキテク

ト（近江環人）の称号を授与した。 

 

 

Ⅳ 業務運営の改善および効率化ならびに財務内容の改善 

 

 (1) 優れた人材の確保 

   優れた資質を有する人材を確保するため、戦略的人事を除くすべての教員（23

件）および事務局法人職員（２人）を公募により採用するとともに、戦略的教員

選考には学外審査委員を登用し、厳格な審査を実施した。 

   また、特定の教育研究プロジェクトに従事する人材を受け入れるための制度を

導入した。 

 

 (2) 外部資金の獲得 

   外部資金の獲得に努めた結果、科学研究費補助金、受託研究、共同研究をはじ

め177件、424,446,406円の外部資金を獲得した。 

 

(3) 将来構想の策定 

   本学の中長期的な将来の方向を明確にするとともに、次期中期目標・中期計画

策定の拠り所となる滋賀県立大学将来構想の策定に取り組んだ。 

   大学の将来の目標像を「知と実践力をそなえた人が育つ大学」と定めるととも

に、教育、研究、社会貢献、国際化、大学運営を５つの柱として位置付け、その

目指すべき方向や具体的取り組み内容等についてまとめた。 

 

Ⅴ 自己点検・評価および当該状況に係る情報提供 

 

 (1) 認証評価に向けた取り組み 

平成 22年度に（独）大学評価・学位授与機構による認証評価を受審することか

ら、平成21年６月に設置した認証評価実施特別委員会を設置し、それまで実施し

てきた学部等の自己評価および外部評価等の結果を踏まえながら、評価書の検討

作業を進め、自己評価書案としてとりまとめた。 
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 (2) 積極的な広報活動の展開 

   教職員向けの広報の手引きを作成し、学内の情報収集を整備し、新聞等への広

報活動を積極的に行った結果、平成21年度の新聞掲載件数は630件となり、前年

度（616件）から約2.3％増加した。 

   また、英語版のホームページに日本語のホームページと同様にお知らせの機能

を追加し、海外に向けて理事長のメッセージや行事の様子などの新しい情報を掲

載した。 

 

 

Ⅵ その他 

 

(1) 施設・設備の整備 

淡海ユニバーサルデザイン行動指針に基づき、誰もが利用しやすいキャンパス

づくりを目指し、建物内の視覚障害者誘導設備を必要性の高いところについて整

備した。また、案内所に関する表示を整備したほか、地球温暖化対策として、空

調制御機器の更新や太陽光発電パネルの増設を行った。 

 

(2) 危機管理への対応 

平成20年度に策定した危機管理規程および危機対策管理マニュアルに基づき、

新型インフルエンザ発生時に迅速に対応した。また、彦根３大学間で危機管理に

関するセミナーを実施した。 

 

 

Ⅶ 全体的な計画の進行状況 

 

 平成21年度は、中期計画の中間年として、これまでの施策を着実に成果に結びつけ、

滋賀県立大学が目指す大学の姿「人が育つ大学」「地域に根ざし、地域に学び、地域

に貢献する大学」「進化する総合大学」を念頭に学生と県民の期待に応え、そして、

全国に誇れる大学としてさらなる飛躍を目指して、年度計画の遂行にあたった。 

こうした取組みの結果、平成21年度の年度計画180項目のうち176項目（97.8％）を

概ね順調に実行し、一定の成果を達成することができたところである。 

一方、昨年の法人評価結果でも指摘があったように、急速に進む社会の国際化への

適切な対応が必要である。本学の基本理念で掲げられている「国際社会への貢献」を

実現していく上でも、「国際人文系」の新たな教育研究組織(学科)の設置に向けた教

育環境の整備が不可欠である。 

こうした重要課題に対応していくために目的積立金を新たな施設・設備の整備の原

資として活用する計画を進めている。 

 

 



  

　ア　教育の目的および目標

　　　（学士課程）

　　　　　自然環境と人間社会の調和的・持続的発展を支える幅広く深い教養を身につけるとともに、他者のあり方を尊重しつつ、自ら考え自ら判断し行動する主体的自律的人格を養う。

　　　　　また、それぞれの分野での専門教育においては、基本的な思考方法や言語運用能力などの基礎学力を向上させ、専門的素養に基づいて地域や国際社会に貢献し得る能力を養う。

　　　（大学院課程）

　　　　　それぞれの専門分野において幅広い教養と高度の専門知識や技術を身につけ、新しい分野に挑戦する気概と能力を持つた人材を育成する。また、社会のニーズに応え得る教育研究を行い、

　　　　社会人の再教育に取り組む。

　イ　卒業後の進路等

　　　　学生・大学院生自らが、専門性や適性、社会的・学術的経験を生かした進路設計を行い、希望の進路を実現することを支援する。

　ウ　教育の成果・効果の検証

　　　　学部・大学院教育の成果を多角的、中・長期的な視点から検証し、生涯発達・生涯学習における意義と改善点を明らかにし、教育改善に反映する。

1

2

・異文化理解や国際交流に役立つ語学教育や、情
報化社会に適切に対応するための情報リテラシー
教育、心身の調和的発展に寄与する健康・体力教
育を重視し、全学共通基礎科目として履修させ
る。

・全学共通教育の統合的実施組織として、全
学共通教育推進機構を設置する。
　英語力向上のための対策クラスを展開する
とともに、ＴＯＥＩＣ試験の結果を分析す
る。
　健康体力科目については、平成２０年度に
開発した心身の調和的発展に寄与する教育プ
ログラムを推進するとともに、体育関連設備
の更新計画を立てる。
　また、情報教育について、平成２２年度か
ら新たな科目編成で実施するための準備を行
う。

・学生自らが「人間」を探求し、新しい視点を発
想・発見することを支援するため、環境科学、工
学、人間文化学、人間看護学、国際教育の現代
的・専門的視点から、環境と人間を考える人間学
を開講し、学士課程を通じて履修させる。

・人間学の科目として、「生命・人間・倫
理」「社会福祉論」「遺伝子と社会」の３科
目を新たに開講する。また、全学共通教育推
進機構において、人間学の今後のあり方の見
直しを行う。

項　目　別　状　況

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　１　教育に関する目標　　(1) 教育の成果に関する目標

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

年　度　計　画中　期　計　画

中
期
目
標

　全学共通教育の総合的実施組織として、全学共通教育推進
機構を設置し、科目領域部会により個別の課題への取り組み
を進めた。
　英語力向上のため、１年次および２年次において少人数ク
ラス（３０人）に編成したことにより学生の満足度が高まっ
た。また、入学直後と２年次の１２月に実施したＴＯＥＩＣ
試験の結果比較からは、この間に１０％の成績向上が認めら
れた。
　健康体力科学では体力面だけでなく授業を通じて自立、自
我、協調性を確立するための生きる力を養うライフスキル形
成プログラムを展開するとともに体育関連設備の更新計画を
策定した。
　情報教育については、７月に教職課程認定申請を、８月に
人間看護学部の教育課程変更承認申請を文部科学省に行い承
認を得た。これにより平成２２年度から新たな科目編成で実
施できることとなった。

　　 ア　教育成果を上げるための具体的方策

　　　　（学士課程）

特　記
事項の
有　無

自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考

P33

Ⅲ

　「生命・人間・倫理」「社会福祉論」「遺伝子と社会」
は、いずれも平成２１年度後期科目として開講した。また、
全学共通教育推進機構の人間学部会において、今後のあり方
を見直した結果、新たに１科目「性を考える」の追加を決定
した。

Ⅲ
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3

4

5

6

7

8

・環境と人間にかかわる諸科学に携わる場合に欠
かせない倫理的判断力を育成するため、各専門分
野における倫理教育を重視し、さらに学部横断的
な教育プログラムの開発も行う。

・図書館資料の活用やＩＴ活用による検索な
ど、主に社会人学生を対象とした研究能力の
向上のための研修を充実させる。

・博士後期課程の学生に対して、国際学術誌
への原稿提出料を支援する。

・関連分野も含めて専門分野の高度な教育を体系
的に行うためのカリキュラムを整備する。

・平成２０年度に確定した大学院課程の教育
内容に基づき教育を行う。

・自らの考えをまとめ他者にわかりやすく説明す
る能力や、他者の考えをじっくり理解する能力を
養うため、日本語や外国語の能力を高める教育を
行う。さらに多様なコミュニケーション手段や自
己表現活動によって、発信し、応答し、共感し、
批判しあえる能力を養うための教育を行う。

・ＢＲＤ（Brief Report of the Day：当日
レポート方式）を用いるとともに、添削指導
等を行うことにより、学生の表現能力の向上
を図る。

中　期　計　画 年　度　計　画

　各学部の自己表現学習に加えて、前期の集中講義（９月１
８日～２０、２６）として、「地域再生システム論」を新た
に開講し、実践的な教育を行った。（受講者：３６名　内
訳：環境科学部１５名、人間文化学部２１名）

・後期課程では、専門分野の創造的発展に寄与す
る先端的研究に取り組み、成果を国際誌その他で
公表できるような教育・支援を行う。
　

・全学横断的科目として、生命倫理をテーマ
とした「生命・人間・倫理」を人間学科目と
して新規開講する。
　また、全学共通基礎科目として情報倫理を
扱う「情報リテラシー」を、工学部専門科目
として技術者の倫理を扱う「技術者倫理」
を、それぞれ平成２２年度から開講するた
め、その内容の確定を行う。

　ＦＤ活動の一環として、「学生が集中できるＢＲＤ方式に
よる講義」をテーマとする研修会を実施した（９月１８
日）。また、昨年度から実施している「学生の自宅学習を促
す教育プログラムモデル事業」を継続実施し、学生の表現能
力の向上を図った。
　レスポンスペーパーを含む当日レポート形式の授業が広く
採用された。

　全学横断的科目として、生命倫理をテーマとした「生命・
人間・倫理」を平成２１年度後期科目として新規開講した。
　また、「情報リテラシー（情報倫理を含む）」および「技
術者倫理」についても所定の手続きを経て平成２２年度開講
することとなった。

・各学部学科等では、全学共通基礎科目や人間学
との整合性に留意しつつ、導入教育を充実させ
る。その上で、専門分野の特性を踏まえた体系的
かつ実践的なカリキュラムの編成を行い、学内で
の実験・実習・演習を中心とした基本的な体験学
習や、地域でのフィールドワークを重視した多面
的な教育を行う。

・各学部で行われているプレゼンテーション
の技能向上などの自己表現方法の学習に加え
て、学部横断型の「地域再生システム論」を
新規開講し、地域でのフィールドワークや
ワークショップなど多様な授業方式による実
践的な教育を行う。

特　記
事項の
有　無

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

自己
評価

Ⅲ

P34

　　　　（大学院課程）

P33 Ⅲ

・前期課程では、幅広い基礎学力と深い専門的知
識・技術を身につけるとともに、自ら課題を見い
だし、研究を進める能力を育成する。

　専門性を高めるとともに体系化を図るため、地域再生シス
テム特論（近江環人地域再生学座）など博士前期課程で４科
目、環境科学特論（環境科学研究科）など博士後期課程で１
５科目を新規開講し、教育の充実を図った。また、博士前期
課程１３科目、博士後期課程１０科目については、科目名変
更あるいは組み替えを行って開講した。

Ⅲ

　人間看護学研究科修士課程１回生（主に社会人学生）を対
象に、文献検索ガイダンスを実施した。

Ⅲ

　博士後期課程の学生に対し、学会参加負担金、旅費に加え
て新たに国際学術誌への原稿提出料について支援を開始し
た。

評　価
委員会
評　価

備　　　考

Ⅲ

Ⅲ
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9

10

11

12

・「人間探求学」の授業、１、２回生向け
「キャリアデザインセミナー」、留学説明会
や留学体験発表会の開催などにより、入学後
の早い段階から、大学院への進学や留学など
も視野に入れた進路設計を支援する。
　また、海外留学した学生の体験談などをま
とめた滋賀県立大学独自の留学ガイドブック
（留学向け履修モデル）を作成する。

・専門を生かした職種や希望の職業への就職が可
能となるよう全学で体系的なキャリア教育を行
う。

・学内での教育研究活動における実績に加えて、
それぞれの専門分野で対外的に通用する標準的な
試験や、学外での各種プロジェクトへの貢献度等
を総合的に分析する。

・卒業・修了生の動向について継続的に調査し、
学部等・大学院教育の成果や効果に関して、総合
的に分析する。

・学士課程４年間の教育の成果・効果を総合
的に分析するため、卒業する学生に卒業時調
査を行う。

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

　卒業後における資格取得などのスキルアップにつながるよ
うな授業内容の見直しを進めるとともに「履修の手引」に履
修モデルを掲載した。またキャリア教育の充実に向けて検討
するとともに、新たな教員免許（高校一種・情報）のための
教職課程を設置（平成２２年度～）認可を文部科学省から得
た。
　また、栄養教諭専修免許課程の次年度申請へ向けて、生活
文化専攻３科目の新設準備を行った。

Ⅲ

Ⅲ

　本年度卒業生に対して、学士課程４年間の成果、学士力、
満足度等を把握するため卒業時アンケートを実施した。

・卒業後においても資格取得などのスキル
アップができるなど、長期的な視点からも教
育の成果が得られるよう科目構成や授業内容
の見直しを図る。

　　 イ　卒業後の進路等に関する具体的方策

Ⅱ

Ⅲ

　　 ウ　教育の成果・効果の検証に関する具体的方策

・キャリアセミナーや各種講座を開講すると
ともに、インターンシップの単位化を実施
し、学生の職業観・勤労観の醸成に努める。

　学生のニーズや社会の変化に対応して、新たに３回生向け
「就職活動早わかりセミナー」（職員による講義）や４回生
向け「就職活動応援セミナー」を含め、セミナー・講座・企
業研究会は年間２１回開催した。参加者数は延べ２,９３２
人となった。
　インターンシップについては、平成２１年度から正規の授
業科目として開講し、参加者数は延べ６２人と、昨年度（３
３人）より大幅に増加した。学生には事前と事後のレポート
の作成を義務付けるとともに、体験内容の報告会などを行
い、職業観、就労観の醸成に努めた。

　「人間探求学」の授業や留学体験発表会等の開催を通じて
学生が自発的に学ぶ姿勢を身につけさせることにより、早い
段階からの進路設計の支援を図った。
　また、留学説明会等に活用するため、海外留学した学生の
体験談などをまとめた留学ガイドブックの作成に取り組ん
だ。
　１・２回生向け「キャリアデザインセミナー」（連続３
回）を開催し、自己の将来、職業などについて考えることの
重要性に気づかせ、大学生活の目標と行動計画作りを進め
た。また、授業科目としてのキャリア形成支援教育の導入に
向けて、就職委員会内のワーキンググループでの会議を４回
開催し、内容、実施方法等について検討を進めた。

・大学院進学や留学を含め多彩な進路選択の可能
性を示すとともに、有益な情報を収集・提供す
る。

P34

自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考
特　記
事項の
有　無
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　ア　入学者受入方針

　　（学士課程）

　　　　入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）を明確にし、受験生・高校への広報に努めるとともに、多様な入試選抜を行い、学業成績だけでなく学問への興味を持ち真理や学問の探究に

　　　魅力を感じる学生や、行動力のある学生を確保する。

　　（大学院課程）

　　　　高度な専門知識・論理的思考力・問題解決能力を身につける必要を感じ、成果を地域・社会に生かすため積極的に行動できる人材を確保する。

　イ　教育課程の編成

　　（学士課程）

　　　　人間学および全学共通基礎科目の内容を見直し、体系的な教養教育を充実させる。

　　　　また、各学部・学科・専攻の特色を打ち出し、専門科目への動機づけ、実験・実習フィールドワークを中心とした実践的な専門科目の履修、卒業研究といったそれぞれの段階で達成すべき目標

　　　を明確にした教育課程を編成する。

　　（大学院課程）

　　　　学士課程との連携に配慮し、さらに国際的に通用する専門性や修士論文作成の特別研究を重視した教育課程を編成し、実践的な教育を目指す。

　ウ　授業形態、学習指導方法等

　　（学士課程）

　　　　少人数教育により学生個々の特性を把握し、その自発的学習意欲を引き出して、自らが問題意識を持ち学習や研究に取り組める「人が育つ大学」教育を進める。

　　　　また、地域・社会に密着した実践的教育を推進する。

　　（大学院課程）

　　　　学部での教養・専門基礎教育等から大学院の高度専門教育への体系化された教育を対話や討論を通じて深化させ、優れた専門職業人・研究者を育成する。

　　　　また、学会や研究機関と交わる専門研究の機会を増やし、未知の分野に果敢に挑戦する見識や気概・能力を身につけさせる。

　エ　適切な成績評価等の実施

　　（学士課程）

　　　　学習成果の質的向上を図るために、授業計画や達成目標を明確に示すとともに、学習達成度に沿った的確な成績評価を行う。

　　（大学院課程）

　　　　成績の評価や学位取得については各研究科・専攻において、大学院生の学習効果を高めるような客観的で一貫性のある基準を定め、適切な評価を行う。

13

14

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　１　教育に関する目標　　　(2) 教育の内容等に関する目標

評　価
委員会
評　価

中
　
　
　
期
　
　
　
目
　
　
　
標

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）
自己
評価

　平成２２年度入学者選抜要項に明記し実施した。出願者数
は、４５人、志願倍率は２．３倍となった。

・入学した学生の追跡調査を行い、入学者選抜方
法の妥当性を判断する。さらに、高校推薦制度に
ついて、入学者選抜方法や定員の見直しを行う。

・人間看護学部において、平成２２年度の推
薦入試募集定員を１５人から２０人に変更す
る。 Ⅲ

備　　　考

　　 ア　入学者受入方針に応じた入学者選抜を実現するための具体的方策

　　　　（学士課程）

Ⅲ

特　記
事項の
有　無

・学部・学科ごとに入学者の受入方針（アドミッ
ション・ポリシー）を明確にし、ＡＯ入試、公募
入試等工夫を凝らした多様な選抜を行う。

・大学入試センター試験と個別学力検査との
配点割合を見直し、よりアドミッション・ポ
リシーを反映させた選抜を行う。

　アドミッションポリシーを見直し、学生募集区分ごとに選
抜方法を変更した。
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15

16

17

18

19

20

Ⅲ

・人間学科目の体系性についての検討を進め
る。

Ⅲ

　情報科目については、平成２２年度から新たな科目編成で
実施するため、７月に教職課程認定申請を行った、また、８
月には人間看護学部の教育課程変更承認申請を文部科学省に
行い承認を受けた。これにより平成２２年度から新たな科目
編成で実施できることとなった。

　本学のホームページに提供科目一覧を掲載するとともに、
パンフレットを作成するなど制度の周知を図った。

・留学のための説明会や相談会を充実させ、
学生の海外留学に対する意識を高める。ま
た、外国人留学生やＪＣＭＵ（ミシガン州立
大学連合日本センター）の学生による外国語
会話教室など、実践的な外国語使用の機会を
提供する。

Ⅲ

　交換留学説明会（１０月）や留学体験説明会（１０月）を
開催し、学生の海外留学に対する意識を高めた。
　また、実践的な外国語使用の機会を提供するため、外国人
留学生やＪＣＭＵ（ミシガン州立大学連合日本センター）の
学生による外国語会話教室を１０月に開催した。

Ⅲ

・学生に対する本学と他大学との相互の提供
科目に関する情報提供方法を改善し、単位互
換制度の活用の推進に努める。

・平成２２年度から情報処理教育を新たな内
容で行うとともに、これに対応するため関連
する教育課程の変更申請等を行う。

・他学部枠、単位互換制度を有効活用し、幅広い
教養あるいは専門知識を身につけさせる。

・情報発信力や情報倫理を加味した情報リテラ
シー教育を行う。

・語学教育においては、異文化理解を深めさせる
とともに、留学制度の有効活用や外国人留学生や
在日外国人との交流等を通じ、実践的な外国語使
用の機会を設ける。

備　　　考

・大学院には、キャリアアップを実現することを
目的とした社会人の受け入れ、および学術・文化
の国際的発展を実現するために留学生の受け入れ
を積極的に行う。

・交換留学生協定校からの留学生受入など、
外国人留学生受入基本方針に基づき留学生を
積極的に受け入れる。

　　　　（大学院課程）

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

評　価
委員会
評　価

自己
評価

・高校の教育課程から大学の教育課程へスムーズ
に移行するための導入科目を設定する。

Ⅲ

　　 イ　教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

　交換留学生協定大学から留学生を積極的に受け入れた（湖
南師範大学　１０人、湖南農業大学　２人、モンゴル国立大
学　３人、国民大学校　４人）。また、大学院課程へは、中
国８名（博士前期課程６人、博士後期課程２人）、バングラ
デシュ１名（博士後期課程）を受け入れた。

・人間学および基礎科目と専門科目の関連を明確
にし、バランスよく配置することで、現代社会に
生きる人間として必要な教養を身につける科目を
体系的に導入する。

・新入生が大学の授業内容にスムーズに移行
できているかについて、前期・後期に新１年
生への調査を実施する。

　　　　（学士課程）

　１回生の５月のアンケート調査において、「履修の方法や
勉強の仕方」では、「よくわかる・大体わかる」が５０％、
「少しわからないところがある」が４５％であったが、前期
末および後期末の授業評価アンケートにおいては、全学レベ
ルの導入教育科目である「人間探求学」及び各学部での導入
教育科目については、いずれも「理解度・満足度」が高く
なったことから、導入教育は順調であることが示された。

Ⅲ

P33

　人間学科目の見直しを行い、クラスター分類との整合を
図った。なお、全学共通教育推進機構においては、「人間
学」および外国語や情報教育科目の充実に向けて継続的に取
り組む体制を確立した。
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21

22

23

24

25

26

27

28

Ⅲ

Ⅲ

・少人数教育の機会を増やす。 ・人間学の開講科目を増やし、クラス規模の
適正化に努める。
　また、英語の２年生クラスについて、１年
生クラスと同様に少人数化（１クラス３０
人）を図る。

・WEB版シラバスの内容を充実するため、教
育実践支援室において研修会を行う。

・ゼミナールや演習、卒業研究等多彩な授業形態
を活用し、自学自習の姿勢や研究方法、論理的記
述力およびプレゼンテーション能力の向上を図
る。

・学生に自学自習の姿勢を身につけさせると
ともに、教育内容の定着を図るため、平成２
０年度に始めた学生に宿題を課し、添削する
教育プログラムの普及に努める。

・「履修の手引き」と「シラバス（授業計画
書）」の位置づけを明確にしたうえで、履修の手
引きの内容の充実およびシラバスの各期の授業開
始前の提示を行う。

　人間学科目のクラス規模の適正化を図るため、今年度から
２００名の履修定員制度を設けた。また、英語については１
年次、２年次（２年次は平成２１年度から実施）ともに少人
数（３０名以下）クラスとした。これによって、少人数クラ
スが英語学習に効果的であることを確認した。

　ＷＥＢ版シラバスの活用方法について研修会を開催すると
ともに、本年度４３科目のシラバス情報の登載を行った。

　学生の自宅学習を促す教育プログラムモデル事業を教育実
践支援室で継続実施した。

P34

Ⅲ

Ⅲ

自己
評価

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

　　 ウ　授業形態、学習指導方法等に関する具体的方策

備　　　考

Ⅲ

　各研究科において、平成２２年度の大学院の「履修の手
引」に具体的な履修モデルを掲載した。

　環境科学研究科において英語による講義を５回実施し、講
義内容の理解の程度について検証を行い、大多数が理解でき
たことを確認した。

　　　　（大学院課程）

Ⅲ
・学士課程における教育など大学院入学前の学習
との関連づけを明確にし、取得科目のモデルケー
スを提示する。

・卒業研究発表会を引き続き公開で実施し、
広く学習・研究成果を問う体制を整える。

　学習・研究成果を公表するため、昨年度に引き続き卒業研
究発表会を公開で実施し定着させた。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　工学部において、学科プログラム別にシステム運用管理外
部委員会を設置した。
　また、教育点検・改善のため卒業時アンケートを実施し
た。

・技術系の学科は、ＪＡＢＥＥが実施する日本技
術者教育認定を取得する。

年　度　計　画

・工学部において、平成２３年度のJABEEの
審査・認定に向けて、学科プログラム別にシ
ステム運用管理外部委員会を設置し、教育点
検・改善のためのアンケートを実施する。

特　記
事項の
有　無

・卒業研究について、公開の場で報告できる体制
を整える。

中　期　計　画

・大学院生の研究成果の発表記録の整備を進
め、各研究科ホームページおよび図書情報セ
ンターの研究成果データベースに掲載するこ
とにより、第三者からの評価が受けやすくな
る環境を整備する。

・博士前期課程在学中から論文発表、作品発表な
ど学外での第三者の評価を受けられるような活動
を奨励、支援する。

・履修モデルがより学生にわかりやすいもの
となるよう、各研究科において改善に努め
る。

　図書館が所蔵している博士論文の一覧および抄録、大学院
生の論文一覧をホームページに掲載した。

・客員研究員等の協力を得て、外国語による
講義の機会を設ける。

・外国人講師による特別講義や英語による専門科
目の講義の機会を増やす。

Ⅲ

　　　　（学士課程）
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29

30

31

32

33

34

Ⅲ

自己
評価

Ⅲ

評　価
委員会
評　価

備　　　考

・諸外国との共同教育や遠隔講義も効果的に活用
するなど、国際性も加えた活発な教育活動を行
う。

・学会や外部の研究プロジェクトに大学院生を積
極的に参加させ、研究視野の拡大や専門研究の深
化を図る。

・外部研究プロジェクトの相互交流を進め、
平成２０年度に引き続き大学院生が積極的に
参加しやすいようにする。

中　期　計　画 年　度　計　画

・フィールドワークや実験・実習などによる地
域･社会に密着した体験的学習を教育の軸に据
え、実践的教育の拡充を図る。

・インターンシッププログラムを整備し、単
位認定科目として開設する。

P34

　インターンシップについては、平成２１年度から正規の授
業科目として開講し、参加者数は延べ６２人と、昨年度（３
３人）より大幅に増加した。学生には事前と事後のレポート
の作成を義務付けるとともに、体験内容の報告会などを行
い、職業観、就労観の醸成に努めた。
・インターンシップA： 5日以上の就業体験実習　1単位
・インターンシップB：10日以上の就業体験実習　2単位

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

　環境共生システム研究センター主催の研究交流会において
海外研究者も含めた研究交流を行うとともに、工学部支援会
の交流会で産学研究交流を実施した。
　産学共同研究８８件のうち、大学院生の参加は、ＪＳＴ
（独立行政法人科学技術振興機構）の研究で５７人、科学研
究費補助金の研究で１５人となった。

Ⅲ

Ⅲ

・取得単位数や成績内容に基づき、必要な勧告や
表彰を行うなど、学習達成度を実感しうる制度の
構築を図る。

　環境科学研究科において英語による講義を５回実施し、講
義内容の理解の程度について検証を行い、大多数が理解でき
たことを確認した。

　平成２１年度前期・選択科目として「地域再生システム
論」を開講した。（受講者数３６名）

・インターンシップや職場見学等、実践的教育の
機会を拡充する。

・外国人研究者の滞在機会を活用し、計画的
な授業参加を推進する。

・学会論文として修士論文の投稿数を増加さ
せる。

・修士論文は学会論文として投稿を奨励し、第三
者評価に耐えうる効果的な研究指導を行う。

・フィールドワークなど多様な授業方法を盛
り込んだ専門科目「地域再生システム論」を
開講する。

　　　　（大学院課程）

Ⅲ

　　 エ　適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

　　　　（学士課程）

・新１年生からＧＰＡ制度を試行的に導入す
る。

　平成２１年度入学の１年次生から、「秀・優・良・可・不
可」の成績評価に加えて、ＧＰＡによる成績評価制度を試行
的に導入し、その結果を保護者に通知した。

　学部長等を通じて各研究科長へ対応を働きかけた結果、院
生による論文投稿数は、２４９件となった。

Ⅲ
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35

36

37

特　記
事項の
有　無

備　　　考

　　　　（大学院課程）

・平成２０年度に行った各授業科目について
の成績評価の要素・配分の明示を徹底させ
る。

　修士の学位審査基準を明確にし、平成２２年度大学院の
「履修の手引」において各研究科・専攻ごとに記述した。

自己
評価

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

・学位論文の客観的で厳格な審査基準を公開明示
し、研究能力を正しく評価しうる方法を確立す
る。

・平成２０年度に見直した学位論文の審査方
法、手順、基準等を学生に明示する。
　

年　度　計　画

・卒業研究を重視し、研究への取り組み姿勢や卒
業論文の質に対して学科・専攻単位に一定の基準
を設ける。

中　期　計　画

Ⅲ

Ⅲ

　卒業研究等の審査基準を明確にするため、平成２１年度
「履修の手引」に記載した。

・卒業研究の審査について、その方法、手
順、基準等の見直しを進め、ルールとしての
明確化を図る。
　

・成績評価の基準・方法を明示し、客観的かつ厳
格に行う。

　平成２２年度「履修の手引」の作成にあたり、成績評価の
要素・配分の明示について徹底を図った。

- 14 -



　ア　適切な教職員の配置等

　　　　教育力や研究指導力に優れた教員の確保・育成を目指すとともに、教員が教育研究に専念できる環境を作る。

　イ　教育環境の整備

　　　　図書館の充実や学内情報ネットワークの整備など、学生が自主的学習を行える環境を整備する。

　ウ　教育活動の評価および質の改善

　　　　全学および学部、学科、研究科レベルで教育活動を常に点検・評価し、継続的に改善していく組織を設ける。

　エ　授業改善に効果的なＦＤ（教員組織による能力開発）活動の実施

　　　　教員の教育実践内容を改善・向上させるため、ＦＤ活動を行うとともに、教員に対して必要な支援を行う。

38

39

40

41

42

備　　　考
特　記
事項の
有　無

Ⅲ

・教員の選考にあたっては、引き続き面接・
プレゼンテーション等の手法により、教育に
関する能力を評価して採用する。また、専門
科目だけでなく全学共通科目についても教育
できる人材の確保に努める。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　　 ア　適切な教職員の配置等に関する具体的方策

　平成２１年度の教員採用に際しては、模擬授業またはプレ
ゼンテーションなど教育面での要素を含めて幅広く評価を実
施した。

自己
評価

Ⅲ

Ⅲ

　選考にあたっては、女性や社会人、外国人を積極的に採用
するよう努め、女性１１名、社会人４名の教員の採用を決定
した。また、外国人については、教授１名を採用した。

・人事計画に基づき、引き続き女性･社会
人・外国人の教員の積極的な任用に努める。

・学生の履修登録、シラバス作成等の電子化
と事務手続きの簡素・効率化を図るため、学
務事務管理システムを導入する。

　新学務事務管理システムの導入については、関係部門にお
いて協議・調整を進め、仕様を確定し入札公告を行うととも
に、現システムからのデータ移行についての準備を行った。

・教員の構成については、女性・社会人・外国人
の採用拡充について検討する。

・教育研究に伴う事務手続きの簡素化と効率化を
図る。

　　 イ　教育環境の整備に関する具体的方策

Ⅲ

Ⅱ

・図書館の電子化、レファレンス業務の強化、開
館時間の延長を行い、図書館機能を強化する。

・教員は、研究面および教育面の資質についての
評価を行い採用する。

・教員の選考にあたっては、選考過程の客観性・
透明性を高め、教育研究の充実のために必要な優
秀な人材を登用する。

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　　１　教育に関する目標　　　(3) 教育の実施体制等に関する目標

中　期　計　画 年　度　計　画

中
期
目
標

・教員の採用は、引き続き原則公募制により
行い、客観性・透明性ある人材登用に努め
る。

　教員採用人事での透明性および客観性の確保のため、戦略
的人事を除く２３件すべてについて公募制による採用人事を
行った。また、戦略的人事としての内部昇任についてすべて
外部審査委員の参加を得た。

　図書館の土曜開館（月１回）を継続して実施した。また、
人間探求学および情報教育と連携して、新入生全員に対して
図書館活用ガイダンス（図書情報検索を含む）を実施した。

・図書情報センターの土曜開館（月１回）を
継続するとともに、学生向けのデータベース
活用研修を実施するなど、図書館のより利用
しやすい環境整備を推進する。

評　価
委員会
評　価
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43

44

45

46

47

48

49

備　　　考

Ⅲ

Ⅲ

自己
評価

　授業改善を望む教員に対して教育実践支援室員による複数
回にわたっての授業見学と授業の仕方についてのアドバイス
を行った。また、参考となる他の教員の授業紹介、ＦＤ研修
会のビデオ紹介などの授業コンサルティングを行った。

　　 ウ　教育活動の評価および評価結果を質の改善につなげるための具体的方策

評　価
委員会
評　価

・各学部・学科・研究科等レベルで教育活動を常
に点検・評価し、継続的に改善するため、各教員
が主体的に関わるような体制を整える。

・教員による自主的な授業改善を支援するた
め、教育実践支援室員による相談体制を整え
る。

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

　　 エ　授業改善に効果的なＦＤ活動を行うための具体的方策

P34

・教員が授業方法の改善を目的とした研究授業・
研修会等を行うことを奨励し、支援体制を整え
る。

Ⅲ

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

P34

P34

特　記
事項の
有　無

・学内情報ネットワークを継続的に整備するとと
もに、学内の教育プログラムと連携して情報処理
演習室、ＣＡＩ室、ＣＡＬＬ室、ＣＡＤ室、各学
部情報処理室、講義室等の情報システムの検討整
備を行う。
　

Ⅲ

　学部サーバ（ＤＮＳ、Ｗｅｂ、Ｍａｉｌ)の統合、全学統
合認証基盤システムの導入を進めた。

・学務事務管理システムの導入にあわせて、
ＷＥＢ版シラバスの改善を行うなど学生の自
主的学習を支援する機能の充実を図る。

・学内ＬＡＮの整備を行うとともに、全学の
情報システムの統合化に向けての検討体制を
整備する。

　ホームページの講義概要に４３科目の追加情報を登載する
ことにより、学生の自主的学習を支援するための準備を行っ
た。

・シラバス(授業計画書)、教材、学習法などの電
子化を図り、自主的学習を支援する。

・学生による授業評価の結果を教員が共有
し、活かせるような体制を整える。

・教育実践支援室において研修会などを行
い、WEB版シラバスの作成・改良を図る。

　ＦＤミーティングにおいて学生参加型のプログラムの実施
について検討を行った。
　また、本年度のＦＤ活動の研修として、学生が集中できる
ＢＲＤ方式による講義の研修や学科カリキュラムの点検方法
について外部講師による研修会を実施した。
　さらに、彦根３大学連携ＦＤ研修会の平成２２年度実施を
決定した。

・教員がこれまで以上に多様な方法を用いて
教育実践ができるように、教育補助員制度を
導入してその活動を支援する。

　学生による授業評価アンケートに関する教員アンケートを
実施した。その結果、「授業評価アンケートの結果を参考に
している」と回答した教員は８８％であった。アンケート結
果からは、学生の学習時間が少なくなってきていることや学
習意欲の低下等への対応が不可欠という意見が多かった。

・教員による授業方法の改善を支援するた
め、ＢＲＤ（当日レポート方式）の研修な
ど、これまでの入門的ＦＤ研修からさらに発
展させたＦＤ研修を実施する。また、授業改
善に学生からの視点を活かせるよう、学生参
加型のＦＤプログラムを設ける。

・学生による授業評価の実施および集計、分析を
行い、結果を公表するとともに授業改善に活か
す。

・教員が主体的に多様かつ豊かな教材開発を行え
るよう、必要な資金的・人的援助を行う体制を整
備する。

・「履修の手引」の内容をより充実させるととも
に、各期の授業開始前に学生にシラバスを提示す
る。

　学部からの要請に基づき６月に研修会を開催するととも
に、本年度４３科目の追加情報の登載を行った。また、その
内容は授業の理解を向上させるに効果的なものとなってい
る。

　学生の自宅学習を促す教育プログラムモデル事業において
教育補助員制度を導入し、教員の活動を支援した。
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　ア　学習相談や生活相談、経済的支援

　　　　「人が育つ大学」を実現するため、学習活動において、自学自習が十分に行えるよう、学習支援制度を強化する。

　　　　また、充実した学生生活の基礎となる「心身ともに健康な状態」を保つため、学生相談体制を充実させる。

　　　　さらに、学生に対して柔軟、かつ、きめ細かな経済的支援体制を構築する。

　イ　就職支援

　　　　学生が卒業後の進路や将来展望を構築できるよう、キャリアデザイン教育やインターンシップ制度を充実し、学生のセルフマネジメント能力の向上を図る。

　　　　また、学生の就職は、大学や教員の重要な責務であるとの認識に立ち、就職支援体制を強化し、就職率の向上を図る。

　ウ　社会人学生・留学生等への支援

　　　　社会人学生・留学生等に対して柔軟、かつ、きめ細かな支援体制を拡充する。

50

51

52 Ⅲ

・「学生支援センター」を設置し、あらゆる学生
支援の機能を集約させる。

中
期
目
標

・教員が少数の学生を担当する「グループアドバ
イザー制度」を充実する。

・平成２０年度に整備した全学部・学年にお
ける少人数指導体制により、きめ細かな学生
支援を行う。

・大学院生や学部上級生の学生サポートス
タッフによる学生支援・相談対応体制を整備
する。また、個々の学生の入学、成績、卒
業、就職などの情報を統合的に取り扱う学務
事務管理システムを導入する。

・「オフィスアワー」を確保し、シラバスにも明
記することで、講義に対する学生からの発問の機
会を確保する。

・オフィスアワーの認知度を高めるために、
宿題の受け渡し等を通じ学生の積極的な活用
を促す。

Ⅲ

Ⅲ

　各学部学科において学年担当教員、履修登録に関する相談
窓口教員、就職指導担当教員を決めて学生支援を行うなど、
学年ごとの少人数指導・学生把握の体制、方法等を整理し、
学生支援センター運営委員会において確認した。これによ
り、学部、学科、学年ごとの学生の把握・指導体制、担当教
員の役割、学科内の連携、保護者との連絡、各種の相談対応
の体制、方針等が明確になり、学生に対する一層のきめ細か
な指導・支援を行うことができるようになった。

　学生自治会、体育会、文化会、同窓会の役員を中心とする
「学生サポート・スタッフ」による学生相談体制を整備し、
４月には新入生向けに履修や学生生活に関する相談（１３
件）に対応した。１１・１２月には就職内定を得ている４回
生が３回生に対して就職活動に関する相談（４９件）に対応
するなど、学生による身近な相談対応・支援体制を整備・充
実することができた。
　新学務事務管理システムの導入については、関係部門にお
いて協議・調整を進め、仕様を確定し入札公告を行うととも
に、現システムからのデータ移行についての準備を行った。

　学内掲示板およびホームページを通じ学生の積極的な活用
を促した。

特　記
事項の
有　無

P34

自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　１　教育に関する目標　　　(4) 学生への支援に関する目標

　　 ア　学習相談や生活相談、経済的支援に関する具体的方策

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）
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53

54

55

56

57

58

・学生支援センター内に「健康相談室」を設置
し、学内活動における健康支援を行う。

・メンタルヘルスやアカデミックハラスメント・
セクシャルハラスメントなど人権問題に関わる研
修会を開催し、教職員の学生相談に関する意識の
向上を図る。

　全学の構成員に呼びかけて人権問題現地研修会を平成２１
年１２月に開催するとともに、各学部および国際教育セン
ターにおいても人権問題研修会を開催した。また、学生に対
する人権啓発学習会を開催し、人権尊重に対する一層の理解
を深めた。

・学生の健康維持・向上を支援するため、定
期健康診断や特別診断を引き続き行うととも
に、ヘルスケアおよびメンタルケアの両面か
ら健康相談室において随時健康相談や応急対
応などを行う。

　健康相談室（保健室）では随時、健康相談や応急対応を行
い、年間利用者は８４９人であった。また、学生定期健康診
断（受診者数：２,６４３人、受診率：８８．８％）、特別
健康診断（特定化学物質使用者等）、特殊健康診断（看護実
習等履修学生対象）を実施し、健診後のフォローもきめ細か
く行った。平成２１年度は新型インフルエンザが全国的に大
流行し、本学学生の発症者（疑いを含む。）も２２８名あっ
たが、当該学生への対応や感染予防指導も適切に行われた。

Ⅲ

Ⅲ

自己
評価

Ⅲ

評　価
委員会
評　価

・学生支援センター内に「学生相談室」を設置し
教職員がカウンセリングを行う。

　日本学生支援機構奨学金の利用に関する説明会（新規申込
者向け：２回、返還：２回、継続：３回）を開催し、同機構
を含む１７の団体･機関からの奨学金情報を学生掲示板や
ホームページに掲載した。大規模災害時の緊急奨学金につい
ては、日本学生支援機構から通知があり次第、即座に被災地
居住学生の有無、申込みの要否等の確認を行うなどきめ細か
に対応した。

・成績優秀かつ経済的支援が必要な学生に対し
て、授業料減免制度を積極的に活用する。

・経済的支援を必要とし学業に意欲ある学生
に対する授業料減免制度を活用し、安心して
学習できるよう支援を行う。

・引き続き学生掲示板やホームページを通じ
て各種奨学金制度に関する情報の周知に努め
る。また、危機管理規程の制定に伴い、大規
模災害発生時の緊急採用奨学金に関する随時
相談受付など、きめ細かな対応を図る。

・人間学として健康と栄養に関する科目を開講
し、学生の健康な食生活に対する意識を高める。
　

・学生支援センターにおいて、各種奨学金情報を
提供するなど相談機能を充実させる。

備　　　考

Ⅲ

Ⅲ

　成績を加味した授業料減免制度を平成２０年度入学生から
運用している。授業料減免を受けた学生数(外国人留学生を
除く。）は、前期５８名、後期５２名であった。平成２１年
度はこの制度の一部見直しを行い、成績判定基準の区分（範
囲）および新入生の前期授業料減免にかかる成績基準の適用
方法について減免取扱基準を一部改正し、制度の充実を図っ
た。

　平成２１年度においても引き続き「若者の栄養と健康」を
後期に開講した。

・学生支援センターの学生相談室において、
臨床心理士による学生相談を行うとともに、
学年担当教員との連携などにより問題を抱え
ている学生の早期発見・早期対応に努める。

・人権問題研修会を中心として、教職員や学
生に対する啓発や人権感覚を高める研修会を
引き続き実施する。

・平成２０年度に新規開講した「若者の栄養
と健康」を引き続き開講する。

Ⅲ

特　記
事項の
有　無

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　学生相談室では、臨床心理士の資格を持った３名の学生相
談員（１名は非常勤）が学生相談（予約制）に対応してお
り、平成２１年度の相談件数は１３６件であった。平成２１
年より相談員会議を開催（３月、９月）し、学医(精神科
医）を含めて最近の学生相談事例等について意見交換し、対
応方法の方向性確認等を行った。また、学生支援センター運
営委員会や学生部委員会において学生相談に関する現状報
告、意見交換を行うとともに、随時、学年担当教員等に情報
提供・相談を行い、教員と職員とが緊密に連携して学生の相
談に対応した。

中　期　計　画 年　度　計　画
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59

60

61

62

63

自己
評価

評　価
委員会
評　価

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

・初年次から留学や進学なども視野に入れた
キャリア教育を引き続き実施するとともに、
学年進行に応じたキャリアセミナーや講座の
充実に努める。
　

・学生や院生の調査・研究発表等に必要な経費の
支援策を検討する。

・キャリア教育を導入し、学生自らの将来設計
と、その実現を支援する。

　１・２回生向けキャリアデザインセミナー（全３回）のほ
か、新設の３回生向け「就職活動早わかりセミナー」（職員
による講義）や４回生向け「就職活動応援セミナー」を含
め、セミナー・講座・企業研究会は年間２１回開催し、参加
者数は延べ２,９３２人で、学生のニーズに合わせて内容も
充実させた。
　また、授業科目としてのキャリア形成支援教育の導入に向
けて、就職委員会内のワーキンググループでの会議を４回開
催し、内容、実施方法等について検討を進めた。

　　 イ　就職支援に関する具体的方策

備　　　考

Ⅲ

・研究成果の発表を支援するため、引き続き
教育実験実習費において学会参加負担金を助
成する。

　院生の研究成果の発表を支援するため、引き続き教育実験
実習費において学会参加負担金の助成を行うとともに、博士
後期課程の学生に対し新たに国際学術誌への原稿提出料の支
援を開始した。

・学生支援センター内に「キャリアデザイン室」
を設け、学生の意識調査と分析、講演会や就職ガ
イダンスの開催、学生へのアドバイスの場を充実
させる。

・寄付金制度も活用した本学独自の奨学金制度や
入学料減免制度の創設を検討する。

・滋賀県内に住所を有する生活困窮者に対す
る入学料減免制度を平成２１年度入学生から
導入する。
　また、平成２３年度を目処に、成績優秀者
給付型奨学金制度の創設に向けての検討を開
始する。

P34 Ⅲ

・企業研究会での卒業生との交流会や、各学
部・学科での卒業生による説明会などを引き
続き実施するなど、卒業生を通じた生の企業
情報の提供に努める。

・これまでの学生アンケート調査および企業
アンケート調査の結果について全体的な分析
を行い、講演会やガイダンスの実施計画の改
善を図る。
　また、学生用の就職支援システム用端末を
更新し、企業情報等の閲覧・検索の迅速化を
図り、システム利用環境を向上する。
　
　

Ⅲ

特　記
事項の
有　無

　新たに入学料減免制度（滋賀県内、生活保護世帯）を導入
し、１名が免除を受けた。また、成績優秀者への奨学金制度
について検討に着手し、課題の整理を行った。

Ⅲ

Ⅲ

　アンケート結果をふまえ、学生のニーズに合わせた講座内
容等の見直しを行い、「論作文対策セミナー」の「グループ
ディスカッションセミナー」への変更、３回生向け「就職活
動早わかりセミナー」や４回生向け「就職活動応援セミ
ナー」の新設を行った。業界・企業研究会についても前年度
の状況等をふまえ、講義形式から企業ブース方式へ統一、休
日開催、実施期間の短縮（８日間から６日間）等を行った。
　キャリア支援室（学生支援室）に設置している就職支援シ
ステム用端末は１１月に更新し、学生のシステム利用環境を
改善した。

・在学生の就職活動を支援するため、卒業生との
連携を緊密に保ち、企業の生の情報を得られるよ
うにする。

　卒業生を通じた生の企業情報の提供や在校生との交流は、
６学科で授業やゼミの中で実施されている。業界・企業研究
会では卒業生が企業側の説明員として参加するケースも増え
てきた。また、「企業向けＰＲ誌」や「就職応援ブック」に
おいても卒業生のインタビュー記事等を掲載し、就職活動を
行う学生への生の情報提供に努めた。

P34
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64

65

66

67

68

・公務員試験受験、各種資格取得に配慮したカリ
キュラム編成を検討する。

・教職課程の科目をより円滑に履修できるよ
うに、専門科目の配置の見直しを行う。

・平成２０年度に実施した社会人学生アン
ケート調査結果に基づき、社会人学生向けの
オフィスアワーを設けるなど教員に相談しや
すい環境を整える。
　また、外国人留学生で組織する留学生会と
連携し、教職員・日本人学生との定例懇談会
を通じて留学生の状況を日常的に把握し、外
国人留学生の修学支援に努める。

　　 ウ　社会人学生・留学生等に対する配慮

・学生支援センターにおいて、社会人学生・留学
生等の修学実態や満足度問題点等を調査するとと
もに、きめ細かな相談機能を充実させる。

　全学共通教育推進機構の教職課程部会において協議がなさ
れ、教職科目「地誌学」「自然地理学」を学科の専門科目に
することによって平成２２年度から円滑な履修を可能にし
た。

　社会人学生向けのオフィスアワーについては、時間的な制
約があり全ての教員による実施は困難であり、教務委員なら
びに学生部委員が相談に応じた。
　また、外国人留学生の就学支援のため、留学生との意見交
換会を開催し、留学生の疑問に答えるとともに必要な情報提
供を行った。

Ⅲ

備　　　考
自己
評価

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

・各学科単位での就職情報をホームページに
掲載し、引き続き企業や学生への情報提供に
努める。また、就職先企業等の表示方法につ
いて、それぞれの学科等で見直しを図る。

・学生が自己の職業適性を考え、職業意識を高め
る機会としてインターンシップ制度を強化する。

中　期　計　画 年　度　計　画

・学部学科専攻等ごとに就職状況をホームページ
上などに公開し、その状況に応じた就職支援がで
きる体制を整備する。

・企業研究会、工学部支援会などでの企業関
係者との交流を通じ、本学の教育研究内容の
ＰＲを一層充実させ、学生と企業とのマッチ
ングに努める。

・学生が自己の職業適性を考え職業観・勤労
観を高める機会として、インターンシップを
単位認定科目として開設する。

　業界・企業研究会は６日間で企業１５９社、学生は延べ８
０５名、工学部支援会の企業研究会には企業１７社、学生１
２７名の参加があり、企業側担当者と学生との交流・情報収
集が活発に行われた。参加企業には本学の企業向けＰＲ誌を
配付し、また、空き時間には随時、教員（工学部）や就職担
当職員が本学の教育研究内容や教員の紹介を行うなど、学生
と企業とのマッチングに努めた。

　インターンシップについては、平成２１年度から正規の授
業科目として開講し、参加者数は延べ６２人と、昨年度（３
３人）より大幅に増加した。学生には事前と事後のレポート
の作成を義務付けるとともに、体験内容の報告会などを行
い、職業観、就労観の醸成に努めた。
・インターンシップA： 5日以上の就業体験実習　1単位
・インターンシップB：10日以上の就業体験実習　2単位

・教育研究の取り組みを広くアピールし、学生と
企業とのマッチングを支援する。

P34

　平成２１年３月卒業生の進路状況はホームページに学科毎
に掲載し（６月）、企業や学生への情報提供を行った。就職
先企業等の表示方法について、企業向けＰＲ誌では進路状況
（最近３年分）を学科ごとの特色に応じた表示方法を採用し
ており、ホームページの就職先一覧についても検討したが、
ホームページでは一覧性、わかりやすさを意識し、各学科の
表示方法は統一したものとした。

特　記
事項の
有　無

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ
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69

70

71

72

73

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

年　度　計　画

・留学生派遣のための事前学習プログラムの
充実を図るとともに、留学を含めて４年間で
卒業が可能なカリキュラムと履修方法を検討
する。また、留学生の受け入れ・派遣につい
て、滋賀大学との連携推進を図る。

・留学生保証人制度を見直すとともに、勉学と両
立可能な良質のアルバイトの相談・紹介を行う。

・留学生の円滑な受入・派遣のための授業プログ
ラムを充実する。

中　期　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

評　価
委員会
評　価

自己
評価

　留学生派遣のための事前学習プログラムについては、異文
化理解Ａにおいて英語講義等を中心とした事前講義を行っ
た。さらに留学を含めた４年間で卒業可能なカリキュラムと
履修方法の検討を行った。また、留学生の受け入れにおいて
は彦根３大学連携の枠組みの中で、特に日本語授業での相互
連携について協議を行い、平成２２年度開講を決定した。

　外国人留学生のＴＡ等の活用については、環境科学部環境
建築デザイン学科の４回生が１回生の製図等を指導している
ほか、チューターや留学説明会の補助者として活用した。ま
た、日本人学生と外国人留学生が文化交流を行うための機会
として、湖風祭の中で交流会を実施した。ＪＣＭＵ（ミシガ
ン州立大学連合日本センター）の学生に対しては、本学との
間の交通の便を図るためタクシーの利用を行った。

備　　　考
特　記
事項の
有　無

・留学生の住宅確保ができるよう、財団法人
日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償
制度を活用するために必要な機関保証人とな
る留学生支援会を支援する。

　大学のホームページに外国語版の整備を行う際、外国人留
学生を翻訳業務に従事させた。

・留学生に対する経済的支援と本学への帰属
心を高める観点から、大学のホームページに
外国語版の整備を行うに際して、外国人留学
生にその翻訳業務に携らせる。

　学生の意向等も踏まえつつ、所属先の理解が深められるよ
う学習・研究成果を所属等に紹介できる方法を検討した。

・社会人学生の学習・研究成果を所属事業所
等に紹介するなどして、所属先の理解を深め
るよう努める。

・外国人留学生をＴＡ等に活用できるよう努
めるとともに、外国人留学生が日本で学んだ
成果や体験談を聞く機会を設ける。
　また、外国人留学生が母国の文化を紹介す
る国際デーの開催やＪＣＭＵの学生向けのバ
スチャーター便を継続することにより、学内
で異文化に触れる機会を設ける。

・留学生に対する各種の住居確保支援方策を検討
する。

・留学生の知的資源を、授業や課外活動等に活用
する仕組みを作るとともに、学生・教職員や地域
住民との交流を積極的に図り、異文化共生の大学
づくりを目指す。

・社会人が安心して就学し円滑に学習が継続でき
るよう、関係機関との連携を図る。

　留学生住宅総合補償制度により、留学生支援会が留学生４
名の賃貸借契約における保証人となった。
　また、教職員へ留学生支援会への加入を呼びかけた。
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　ア　目指すべき研究の方向性

　　　　「地域より世界へ」という視点に立ち、地域に貢献する研究、国際的に通用する研究を行って、人類への貢献、自然との調和を目指すとともに、地域の発展に寄与する。

　イ　大学として重点的に取り組む領域

　　　　滋賀県や琵琶湖を研究のフィールドや起点として、地域社会や国際社会に対する貢献度の高い研究に重点的に取り組む。

　ウ　成果の社会への還元

　　　　産学官連携や地域連携、国際共同研究などによる独創的な研究の成果を積極的に社会に還元する。

　エ　研究の水準・成果の検証

　　　　学術研究水準の向上のため、信頼性の高い評価システムを整備し、研究水準や成果の持続的検証を行う。

74

75

76

77

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

P35

　　 イ　大学として重点的に取り組む領域に関する具体的方策

・平成１９年度および平成２０年度の特別研
究プログラム「自然共生流域圏の創生－山ぎ
わから湖ぎわまで－」の実施結果を踏まえ
て、琵琶湖とその集水域の人と自然の共生シ
ステムの構築をめざした研究を重点的に推進
する。

備　　　考中　期　計　画

・県内諸機関との共同プロジェクトなどを通じ
て、実践的、問題解決型の研究に取り組む。

・個々の教員が自由な研究テーマに基づき国
際社会の未来に貢献するために行う研究に対
して、引き続き特別研究費を支援する。

・平成２０年度に組織した学内外の研究者に
よるチームの研究テーマをもとに、文部科学
省等の公募プログラム・プロジェクトへ申請
する。

・自由な研究テーマに基づき、国際社会の未来に
貢献するための創造的研究を推進する。

・国際的水準にある環境・人間を主テーマとした
プロジェクト研究を発展させる。

　個々の教員が自由な研究テーマに基づく研究として平成２
１年度　奨励研究８件（３,９５９千円）を採択した。
　その他特別研究としてグループによる研究（重点領域　新
規１件、継続２件　特別研究　新規４件、継続２件）を採択
した。

年　度　計　画

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　２　研究に関する目標　　　　(1) 研究水準および研究の成果等に関する目標

P35 Ⅲ

　文部科学省等の公募プログラム・プロジェクトへの予備的
対応として、学内研究拠点形成に図るべく、グループ化の可
能な研究分野、研究者について、研究戦略委員会委員を中心
に学内照会し、整理検討を行った。結果、４つのテーマによ
る研究拠点形成を目指すこととした。大気降下物についての
研究を環境省の地球環境問題対応型研究に申請し採択され
た。

P35

中
期
目
標

　　 ア　目指すべき研究の方向性に関する具体的方策

特　記
事項の
有　無

・環境共生システム研究センターを中心に、
持続可能な低炭素社会の構築を可能とするた
めの研究に取り組む。

　滋賀県経済産業協会との共同事業で中小企業ＣＯ2削減支
援事業を開始した。
　また、ニュースレターの発行やホームページの更新のほ
か、「気候変動に立ち向かう農業」「森林吸収の評価と認
証」「エコハウスとCO2排出削減」の３つのテーマで研究発
表会を行った。

　重点領域研究として「大学と地域の連携による地域再生モ
デル創出の実証的研究」を採択・推進している。（平成２０
年度採択（～平成２２年度））

・琵琶湖とその集水域の人と自然の共生システム
の構築をめざした総合的研究に取り組む。

自己
評価

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

Ⅲ

Ⅳ
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78

79

80

81

82

83

備　　　考

・学内の研究・教育施設、研究室の学外への開放
を推進する。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　教員の業績データを含む「知のリソースＷＥＢ版」を作成
し、平成２２年度公開を予定している。ＳＣＯＰＵＳへの収
録件数は、前年に比較して９０件から９５件へ増加した。

P36 Ⅲ

Ⅲ

　春期(５月１６日～６月１３日　４回)、秋期（１１月２１
日～１２月５日　３回）、移動公開講座(１２月１２日)を開
催した。また、学生の卒業研究作品等については、環境科学
部環境計画学科環境・建築デザイン専攻では卒業論文・制作
展および修士論文・制作発表会を、また人間文化学部生活デ
ザイン専攻では卒業研究・修士研究発表展示および修士研究
公開審査会を開催した。さらに、環境共生システム研究セン
ターの研究成果発表会を大学サテライト・プラザ彦根で開催
した。

Ⅳ

　「地域資源高島綿織物を活用した新ジャンル衣料品及び素
材の開発」（しが新事業ファンド）を継続実施（平成２０年
度～平成２２年度)した。また、ガラスの製造技術の研究で
は２１世紀記念国際交流賞（日本セラミックス協会）を受賞
した。

Ⅲ

Ⅲ

　　 ウ　成果の社会への還元に関する具体的方策

　韓国国民大学校については本学教員が研究交流のため訪問
し、同国立博物館等で調査を実施した。また、韓国蔚山大学
と国際ワークショップと国際シンポジュウムを行った。モン
ゴル国立大学については、平成２１年度奨励研究等でモンゴ
ルにおけるフィールド調査を実施した。

・わが国と東アジア、東南アジアなどアジアを重
視した地域研究に取り組む。

・学内外で開催する公開講座、セミナーにお
いて、教員の研究成果を引き続き公開すると
ともに、学生の卒業研究作品等も大学サテラ
イト・プラザ彦根などにおいて発表する。

・公開講座や公開セミナーなどにおいて研究成果
を地域に積極的に公開する。

　体育館・野球場などの体育施設について、使用許可や使用
料の徴収を適正に運用し、平成２１年度の体育施設使用許可
実績は、体育館延べ３７日（柔剣道場２２日、アリーナ１５
日）、野球場３４日、テニスコート３日となっている。

・平成２０年度に開放した体育館・野球場な
どの体育施設について、使用許可や使用料の
徴収を適正に運用する。

・地域住民の健康の維持と増進をめざした研究に
取り組む。

　（社）滋賀県看護協会と共同で平成２１度教育計画指導者
研修として「看護研究サポートのスキルアップ」を実施し
た。

・教員の業績データベース、広報誌および学
部報の内容をさらに充実する。また、世界標
準の学術情報データベースとなりつつあるＳ
ｃｏｐｕｓに収録されている学術誌への投稿
を積極的に推進する。

・韓国国民大学校、モンゴル国立大学との学
科間協定をもとにした人的交流を進め、東ア
ジア比較都市研究の継続と平成２０年度に
行ったモンゴル・フブスグル湖周辺地域に関
する文化人類学、民俗学、歴史学等の予備調
査をもとにした研究を進める。

・広報担当部局を設置し、多様なメディアを利用
した教育研究成果の国内外への発表を促進する。

・地域住民の健康の維持と増進を目指した、
看護を基盤とする健康教育システムの開発に
取り組む。

  

特　記
事項の
有　無

自己
評価

評　価
委員会
評　価

中　期　計　画

・地域における国際的に通用する「ものづくり」
を支援する研究に取り組む。

・地域の特産物を活かした農産物や繊維など
の「ものづくり」を支援する研究に引き続き
取り組むとともに、ガラス工学研究センター
を中心にガラス製造技術に関する国際レベル
の研究を引き続き推進する。

年　度　計　画

Ⅲ

- 23 -



84

85

86

87

・評価基準の近い学問分野に属する教員による評
価組織・制度を導入する。

中　期　計　画
評　価
委員会
評　価

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

備　　　考
自己
評価

・大学研究者が有する基礎的・応用的シーズをよ
り積極的に公開し、共同研究等を通して地域社会
との連携を図る。

年　度　計　画

・教員の業績データベースを活用し、教員の
研究活動に対する評価項目・配点をさらに改
善する。
 
　

　平成２１年度の自己評価・配分結果（６月末）の分析を行
い、一般研究費削減にともなう平成２２年度研究費配分の見
直しを行った。

・平成２０年度の年度計画について県法人評
価委員会の評価を受けるとともに、（独）大
学評価・学位授与機構への認証評価の申請を
行う。
　

・外部評価を定期的に受ける。

Ⅲ

・研究戦略委員会において、各学問分野に応
じた研究評価基準を調査し、それに見合う評
価組織・制度のあり方を検討する。

　教員の研究活動に対して理系と文系について評価基準を検
討し、文系については引き続き検討することとした。

Ⅲ

Ⅲ

　　 エ　研究の水準・成果の検証に関する具体的方策

・教員の研究業績データベースを整備し、ま
た、外部からのアクセスの利便性を改善する
とともに、地域産学連携センターや地域づく
り教育研究センターをはじめとする専任教職
員のコーディネイトにより地域や企業ニーズ
を把握し、共同研究等をさらに促進する。

Ⅲ

・外部からも理解できる評価システムを構築し、
それに基づく教員評価を行う。

　研究シーズ集を新たに作成し、研究業績データベースを整
備した。また、専任教員のコーディネートによる地域や企業
との共同研究を引き続き実施した結果、新たな共同研究が増
加した。（ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）地域イ
ノベーション創出事業「シーズ発掘試験」に平成21年度８件
採択：平成20年度３件）

　平成２０年度の業務実績について、県評価委員会の評価を
受けた。その結果、大学として「概ね計画どおり進んでい
る」との評価を受けた。
　認証評価期間への申請については、９月に（独）大学評
価・学位授与機構への申請を行い、平成２２年６月の提出に
向け自己評価書（案）を取りまとめた。
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　ア　適切な研究者等の配置

　　　　教員の評価制度を確立して、適切な人事管理と研究予算配分を行い、効果的な研究環境を整備し、研究の活性化を図る。

　イ　研究資金の配分システム

　　　　研究費は、社会的ニーズを踏まえつつ、教員の研究評価とリンクさせて、公正で透明性の高い配分を行い、研究効率を高める。

　　　　また、産学官連携・地域連携などによる研究だけでなく、基礎研究分野に対する研究資金を安定的に確保する配分システムを確立する。

　ウ　研究に必要な設備等の活用・整備

　　　　研究の効率化のため、研究組織と事務組織の連携を強化したシステムを構築する。

　エ　知的財産の創出、取得、管理および活用

　　　　研究成果の知的財産化とその技術移転を推進するとともに、その支援制度を確立する。

　オ　研究活動の評価および質の向上

　　　　各学部・研究科および研究領域の特性に応じた研究評価を行い、研究の質の向上を図る。

　カ　県内諸機関との共同研究、学内外共同研究等

　　　　産学官連携や地域連携、国際共同研究などによる共同研究を推進する体制や、創造的な研究を生み出す研究体制、若手研究者の育成を図る研究体制を確立する。

88

89

90

91

92

備　　　考
評　価
委員会
評　価

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・選考基準の公開等、客観性と透明性の高い公募
制による教員選考を行う。

・研究の活性化のために、教員のグループ化を促
進する。

　　 ア　適切な研究者等の配置に関する具体的方策

年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　２　研究に関する目標　　　(2) 研究実施体制等の整備に関する目標

中
　
期
　
目
　
標

自己
評価

Ⅲ

・平成２０年度に検討・策定されたサバティ
カル制度を導入する。

中　期　計　画

・教員の採用は原則として公募制によるとと
もに、学外者を選考委員に登用した選考審査
を行う分野をさらに拡大するなど、選考過程
の客観性・透明性をより高めた教員選考を引
き続き行う。

・評価制度とリンクさせた柔軟で弾力的な雇用形
態や給与体系等を導入する。

・教育研究等において成果を上げた教員を理
事長報奨制度などにより顕彰する。

・教員のグループ化を促進するため、特別研
究費による共同研究の支援やプロジェクト研
究を引き続き推進する。

・サバティカルを導入して、教員が研究に従事で
きる時間を増やすことを検討する。

・若手教員に対し、研究費の面での優遇措置
や特別支援措置を引き続き実施するととも
に、他の優遇措置の可能性を検討する。

・優秀な若手教員を育成するために、優秀者には
研究費だけでなく組織・ポスト面での配慮を行
う。
　

Ⅳ

　特別研究費による学部横断型の研究等を支援した。研究戦
略委員会で、学部横断的な重点研究テーマを推進することと
した。大気降下物についての研究を環境省の地球環境問題対
応型研究に申請し採択された。

　職員表彰規程の「優秀職員表彰」について、学部長等の推
薦により５人を表彰（副賞付）した。

　一般研究費配分の職階区分の廃止に加え、若手教員に対し
て奨励研究8件を採択した。また、平成２１年度の科学研究
費補助金の若手研究の採択率は４７%と高い水準になってい
る。

　平成２０年度に策定されたサバティカル制度を活用し、平
成２１年度秋期より３名の教員に適用した。

　教員採用人事での透明性および客観性の確保のため、戦略
的人事を除く２３件すべてについて公募制による採用人事を
行った。また、戦略的人事としての内部昇任についてすべて
外部審査委員の参加を得た。

特　記
事項の
有　無
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93

94

95

96

97

98

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

　　 ウ　研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・外国人教員を積極的に受け入れるための環境を
整備し、研究活動の国際化を促進する。

・客員教授・客員研究員等の制度を積極的に利用
し、学外研究者との協力により研究の活性化を図
る

中　期　計　画

・学術交流協定を締結している大学等との研
究者交流推進の一環として、学長裁量経費や
外部資金などを活用して、外国人教員を積極
的に受け入れるための経済的支援措置を整備
し、研究活動の国際化を促進する。

年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

・一般研究費は、平成２０年度の配分結果を
分析し、業績評価における評価項目・配点を
見直し、配分方法をさらに改善する。

  

　本学環境科学部との学術交流協定に基づき、海南大学研究
者(２名)を招聘し、３月に交流会を開催した。
　また、レイクスペリオル州立大学から講師を招き、「アメ
リカにおける河川の自然復元：近年の実践とケーススタ
ディ」をテーマにセミナーを実施した。

　 　イ　研究資金の配分システムに関する具体的方策

・一般研究費は、教員の評価システムを確立し
て、総合評価に応じた配分を行う。

P35

　一般研究費の配分については、従来の評価方式を維持しな
がら、減少分については、目的積立金を活用するなど研究費
の確保に努めた。

　現在、東北部工業技術センターから１名、県外機関から３
名（うち１名はバングラデシュ、ジャハンギルナガール大
学）の客員研究員を受け入れている。また、客員教員として
７名（工学部２名、国際教育センター３名、地域産学連携セ
ンター２名）を受け入れた。

・共同研究を行っている県内機関から優秀な
研究者を客員教員または客員研究員として受
け入れ、本学の活動に参画してもらうことに
より研究の拡大と活性化を図る。

・研究成果の公表を促進するために、必要な経費
について新たな予算措置を行う。

　国際会議での発表については、渡航費、滞在費の支援を
行った。また、学部長裁量経費で論文投稿費用の支援を行っ
た。

・研究成果の公表を促進するための新たな予
算措置は困難であるので、Ｓｃｏｐｕｓ、Ｃ
ｉNｉｉ等のデータベースに収録されている
学術誌等への投稿を支援、推進する。

　　 エ　知的財産の創出、取得、管理および活用に関する具体的方策

・プロジェクト研究費は、大学の特色を出す、全
学的に重点的に推進する研究へ戦略配分する。配
分にあたっては、申請課題の内容評価だけでな
く、教員の研究内容・実績も評価して行う。

・平成２０年度に任命した特任教授による科
学研究費補助金、公募型プロジェクト研究等
の競争的外部資金への応募を支援する体制を
さらに強化し、教員の申請書作成の労力を削
減し、研究時間を確保する。

・特別研究費のなかに、大学として重点的に
推進する研究を支援する経費として、重点領
域研究経費を引き続き戦略的に配分する。

　昨年度までの企業等との共同研究の成果を活かし、平成２
１年度の重点研究として「鮒鮨の機能性に関する総合的研
究」を１件を採択した。

　特任教授を昨年度に引き続き１名任用し、科学研究費補助
金の申請書の学内提出期限を早めるとともに、レビュー体制
の充実(学外識者へも依頼)を図り、申請事務の円滑化を進め
た。
　また、特許事務に関して客員教員の助言のもと申請などの
事務の効率化を図った。 P35

・事務の合理化や研究支援職員の制度化により、
教員の研究時間を確保する。

備　　　考
自己
評価

評　価
委員会
評　価

特　記
事項の
有　無
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99

100

101

102

103

104

評　価
委員会
評　価

　　 カ　県内諸機関との共同研究、学内外共同研究等に関する具体的方策

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

・特許、実用新案など研究成果の知的財産権化を
推進し、知的財産の管理制度を整備する。

中　期　計　画 年　度　計　画

　企業等との受託研究・共同研究を８８件（金額は１１２，
２１１千円で対前年比３．８％増）実施するとともに、市民
参加型研究としては、長浜市および木之本町で「都市と地方
の交流居住・移住促進事業」を、高島市で若者定住を目指し
た「高島ギャザリング運営支援事業」を実施した。さらに近
江八幡市まちづくり協議会や守山商工会議所などと、まちづ
くりや地域活性化に関する調査研究を実施した。

Ⅲ

・企業等との受託研究、共同研究に加えて、
長浜市等において住民参加型の地域活性化研
究を滋賀県とともに促進する。

・研究戦略委員会において、平成２０年度ま
でに行ってきた重点的に取り組む領域を点検
し、領域の改変または継続に対応して、学内
外の研究者による研究チームの組織化を行
う。

　特別研究費による学部横断型の研究等を支援している。研
究戦略委員会で、同委員を中心として提案された学内研究拠
点の分析・評価を行った結果、４つのテーマによる研究拠点
形成を目指すこととなった。

・共同研究、共同技術開発の推進を図るととも
に、市民参加の調査研究の取り組みも広げる。

自己
評価

・平成２０年度に近畿経済産業局に採択され
た「地域イノベーション創出研究開発事業」
や他の企業との共同研究等において、県内関
係機関とともに研究開発を通じて得た成果を
地域の企業へ技術移転を行う。

　平成２０年度採択の「地域イノベーション創出研究事業」
において、本学を研究拠点に企業や関連機関と連携し、バイ
オマス資源のひとつである籾殻を有効利用した自動車部材の
開発等に取り組み、特許を共同出願した。

　４月に弁理士２名を客員教員に委嘱した。特許に係る相談
会を定例化（毎月第２金曜日）するとともに、必要に応じ相
談会を実施した。（相談実績３件）
　また、研究成果の知的財産化を促進するため、彦根商工会
議所とも連携し、知財特別講義を秋期に開催した（１１月２
０､２７日、１２月２日の計３回）。
　特許等については、特許等の承継を5件行うとともに審査
請求（意匠権設定を含む）を２件行った。

・各分野の特性に適した研究成果の指標を活用し
て自己点検・評価の実効性を高める。
　

Ⅲ

　　 オ　研究活動の評価および評価結果を質の向上につなげるための具体的方策

　平成２１度以降に届出のあった職務発明に関して、特許権
等を受ける権利を大学が承継したものを対象として奨励金を
交付することとした。 Ⅲ

・知的財産ポリシーに沿って、弁理士を客員
教授に迎え、研究成果等に係る特許相談会、
特許申請などを行う。

・地域貢献を考慮した知的財産の技術移転を推進
する。

特　記
事項の
有　無

備　　　考
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

・重点的に取り組む領域を定期的に点検し、領域
の改変または継続について検討する。
　

　教員の研究活動に対して理系と文系について評価基準を検
討し、文系については引き続き検討することとした。

・大学の知的財産所有に寄与が大きい教員にはイ
ンセンティブを与える。

・大学の知的財産所有に寄与が大きい教員に
対して、外部資金のオーバーヘッドを財源に
インセンティブを与える。

・Ｓｃｏｐｕｓ等のデータベースを活用し
て、研究戦略委員会で検討する各学問分野に
応じた研究評価基準の妥当性を調べ、研究の
質の向上につなげる方策を検討する。
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105

106

107

備　　　考年　度　計　画
特　記
事項の
有　無

Ⅲ

中　期　計　画

　研究戦略委員会における検討結果を踏まえ、「琵琶湖モデ
ル構築に関する研究」、「先端技術による低炭素地域社会実
現および地域産業活性化のための研究」ほか全体で４つの
テーマによる研究拠点の形成を目指すこととした。特に琵琶
湖研究については、琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博
物館との統合研究を進めることとなった。

　蔚山大学と国際ワークショップと国際シンポジュウムを
行った。また、環境科学部との学術交流協定に基づき、海南
大学研究者(２名)を招聘し、交流会を開催した。
　１０月には、アウクスブルク大学を訪問し、教員等の相互
派遣や研究協力・学術交流等を内容とした交流協定を締結し
た。

・大学の内外を問わず共同研究を推進する。

・琵琶湖の環境保全に関連したプロジェクト
研究、および持続可能な低炭素社会の構築を
可能とするための研究に関わる個人研究テー
マを集めてグループ化し、組織的研究力の強
化と若手研究者の育成を図る。

・海外の大学・研究機関との交流を推進するとと
もに、学術交流協定を結んでいる大学・研究機関
との共同研究の実施を検討する。

・平成２０年度の海南大学に引き続き、学術
交流協定を結んでいる海外の大学との研究者
交流を推進するとともに、共同研究を立ち上
げる。

・水産試験場をはじめとする県内の他の機関
との共同研究を実施する。

・組織的研究力の強化と若手研究者の育成のため
に、研究テーマの自由度を確保しながらも実質的
なグループ制を進める。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

評　価
委員会
評　価

自己
評価

P35

　昨年に引き続き、県内研究機関の東北部工業技術センター
（２件）と水産試験場との共同研究を行った。また、本学、
琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館と３機関で、琵
琶湖研究を中心に統合研究を進めることとなった。

Ⅲ

P35 Ⅲ

P35
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　(1) 地域社会との連携・協力、社会サービス等に関する目標

　　　　地域社会との連携等を推進する体制を整備することにより、地域に開かれた大学として、学術文化の振興、環境の保全、産業の発展、保健医療福祉の充実等地域貢献の円滑な推進を図る。

　(2) 産学官連携の推進に関する目標

　　　　産学官連携を推進するための機能・体制を強化することにより、産業界の要請に積極的に対応し、工業県としての特徴を持つ滋賀県産業の振興と新しい産業の創出に向けて、地域産業の

　　　発展に貢献する。

　(3) 地域の大学等との連携・支援に関する目標

　　　　県内他大学等との連携・協力体制を強化し、大学に対する社会の期待やニーズの多様化に的確に対応するとともに教育研究の活性化を図る。

　(4) 諸外国との教育研究交流、教育研究活動に関連した国際貢献に関する目標

　　　　諸外国の大学等との人的交流を推進することにより、大学の国際化を目指すとともに、諸外国の大学等との教育研究活動およびその成果の普及を通して、国際社会への貢献を図る。

108

109

110

111

自己
評価

中
期
目
標

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　３　社会との連携、国際交流等に関する目標

・社会貢献推進本部の組織・機能をさらに強
化する。

・地域貢献に関する大学の窓口を一本化し、地域
貢献を組織的・総合的に推進する。

　(1)　地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

備　　　考
評　価
委員会
評　価

・学生の地域活動等への参画、インターンシップ
への参加を積極的に誘導・支援する。

・公開講座、公開講義、琵琶湖塾等を引き続
き開講するとともに、医療機関従事者等を対
象とした専門公開講座や産業界向けの新たな
有料講座を大学サテライト・プラザ彦根等で
開催する。

・近江環人地域再生学座において、社会人を
積極的に受け入れ地域リーダーを引き続き育
成するとともに、「環人会」ネットワークを
活かし各地域で「地域再生フォーラム」を開
催し、地域との連携を密にする。

・地域のニーズ等に応じた公開講座、公開講演、
サテライト講座等を実施する。

・ＮＰＯ、市民団体、地域住民等と協働して実践
的な教育・研究活動を積極的に推進し、大学と地
域社会との連携を密にするとともに地域リーダー
の育成に努める。

・学生力を活かした地域活動である近江楽座
を継続して展開するとともに、「地域再生シ
ステム論」を新規開講する。また、インター
ンシッププログラムを整備し、単位認定科目
として開設する。 Ⅲ

P36

　春期(５月１６日～６月１３日　４回)、秋期（１１月２１
日～１２月５日　３回）、移動公開講座(１２月１２日)を開
催するとともに、琵琶湖塾を開催した（全８回）。さらに、
人間看護学部の専門講座（７～８月）、地域産学連携セン
ター公開セミナー（１２月４日）を大学サテライト・プラザ
彦根等で開催するとともに、企業向け有料講座の開催を念頭
に置いて彦根商工会議所との連携による講演会を２回実施し
た。

Ⅲ

Ⅲ

　インターンシップについては、平成２１年度から正規の授
業科目として開講し、参加者数は延べ６２人と、昨年度（３
３人）より大幅に増加した。学生には事前と事後のレポート
の作成を義務付けるとともに、体験内容の報告会などを行
い、職業観、就労観の醸成に努めた。
・インターンシップA： 5日以上の就業体験実習　1単位
・インターンシップB：10日以上の就業体験実習　2単位

Ⅲ

　産学官連携活動等を通した直接的な社会貢献をより推進す
るために、利益相反ポリシーおよび利益相反マネジメント規
程を整備するとともに、学外委員を含む利益相反マネジメン
ト委員会を設置し、社会貢献機能の強化を図った。

　２１年度春入学９人（Ａコース６人、Ｂコース３人）。秋
入学９人（Ａコース５人、Ｂコース４人）。今年度から、地
域システム再生特論を選択科目として開設し、カリキュラム
をさらに充実した。
　環人会への支援策としては、現場研修会(５月２４日)の実
施や建築学会主催のフォーラムへの参加支援を行うととも
に、環人会メンバーが講師として参加する地域再生フォーラ
ムを２回開催した。（８月１日ビアンカ船上フォーラム　１
２月５日琵琶湖博物館ホール)
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112

113

114

115

116

117 Ⅲ

・県内他大学、研究機関、保健医療機関等との教
育研究・学生支援・地域貢献等における連携を強
化する。

　「地域イノベーション創出研究開発事業」に関してバイオ
マス資源のひとつである籾殻を有効利用した自動車部材の開
発等に取り組んだほか、本学重点領域研究における鮒寿司の
研究を実施するとともに、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振
興機構）社会技術研究や経済産業省の低炭素プロジェクトへ
の応募を行った。（結果は不採択）

　彦根３大学コミュニケに基づき、３大学リレー公開講座
（７月１９日～８月１日）、特別講演(３月６日)に加え、危
機管理研修会（５月１５日）、単位互換授業（１０月２日）
を実施した。
　県内研究機関との連携では、琵琶湖科学研究所、琵琶湖博
物館との研究連携について基本合意を行った。
  低炭素社会づくりに関するプロジェクトでは、東北部工業
技術センターなどと連携して申請したが、不採択となった。

　彦根商工会議所の異業種交流会（６、１１月　２回）や滋
賀銀行との連携によるサタデー起業塾（１１月１４日）を県
立大学で開催した。さらに地域連携センター主催の公開セミ
ナー(１２月４日）や知的財産権公開特別講義を彦根商工会
議所との連携により３回開催した。また、地域産学連携セン
ター教授やコーディネータによる、個別企業への渉外活動を
積極的に行うとともに、県内公設試や経済団体との意見交換
等を行った。

P36

特　記
事項の
有　無

中　期　計　画 年　度　計　画 備　　　考
自己
評価

評　価
委員会
評　価

・県内の企業経営者等に対する技術相談、技術指
導等をサテライトオフィス等の学外においても実
施する。

・コラボしが２１の大学サテライトなどにお
いて、引き続き技術相談、研究者紹介等の活
動実績を増やす。 Ⅲ

　企業等との定期・不定期の協議を増やし、技術相談等を
行った。（平成２１年度における技術相談等件数：１２９件
（うちサテライト１０６件）)

P36

・地方自治体等との連携を強化し、各種審議会、
委員会等の委員として積極的に参画する。

・大学の知的資源と自治体、企業等とのニーズの
マッチングを図り、共同研究や受託研究を積極的
に推進する。

　(2)　産学官連携の推進に関する具体的方策

・電子システム工学科、地域産学連携セン
ター等の教員による研究成果発表会、講習会
等を活発に行い、地域の産学官との連携・交
流関係を構築する。

・平成２０年度に採択された「地域イノベー
ション創出研究開発事業」の推進とともに、
新たに低炭素社会づくりに関する研究や新た
な共同研究を通じて、地元企業への技術の移
転を推進する。

・大学サテライト・プラザ彦根等において、
ものづくりセミナーや「ニーズ・シーズ出会
いの広場」等を新たに開催して大学が持つ知
的資源を示し、行政や企業からのニーズを聞
き出し研究契約を結ぶ「発掘型研究」を増や
す。

・大学の研究成果を具現化・権利化するととも
に、県や民間企業と連携して、その成果を普及・
育成・事業化する体制を整備し、技術移転や起業
の促進を目指す。

・産学官連携に関する体制を整備・強化するとと
もに、大学の研究成果をもとにした研究会、シン
ポジウム、講習会等を実施し、産学官の交流およ
び連携・協力関係を構築する。

・地方自治体等からの要請を受け、引き続き
各種審議会の委員などに積極的に参加する。

　環境共生システム研究センターによる一般向け講座を地域
づくり教育研究センター秋期公開講座と同時開催した（１１
月２１、２８日、１２月５日）。また、地域産学連携セン
ター公開セミナーを大学サテライト・プラザ彦根で開催し
た。（１２月４日）また、彦根商工会議所と連携した講演会
を２回実施した。

P36

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　地方自治体等からの要請に基づき、積極的に各種審議会委
員等に就任した。平成２１年度の就任者数は１７３人（平成
２０年度 :１５５人)で対前年比１１．６％の増であった。

Ⅲ

Ⅲ

・彦根３大学・大学間連携コミュニケに基づ
く活動を推進する。
　また、琵琶湖生物生産や低炭素社会づくり
に関するプロジェクトなどの具体的な課題を
通じて、県内の他大学、研究機関等との連携
研究活動を推進する。

　(3)　地域の大学等との連携・支援に関する具体的方策

Ⅲ

Ⅲ
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118

119

120

121

122

123

124

評　価
委員会
評　価

備　　　考
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

年　度　計　画
自己
評価

・交換留学生の増加を推進するために、留学
を含めても４年間で卒業が可能なカリキュラ
ムと履修方法を検討する。
　

・県内高等学校との高大連携事業を実施し、特色
ある高等学校づくりの支援を行うとともに、高大
教育のより円滑な連携を目指す。

P36

・他大学との単位互換制度を活用し、多様な講義
の開講や特殊な講義の共有化、分担を推進する。

・「湖北地区学学連携協議会」を他地域にも拡大
し、県内学学連携ネットワークを構築する。

・「湖北地区学学連携協議会」の活動に加
え、新たに立命館大、龍谷大等とのネット
ワークを地域産学連携センター教員等により
構築する。

・環びわ湖大学コンソーシアムとの連携の
下、地域ブロック内における相互の提供科目
に関する情報提供のあり方を検討し、活性化
を図る。

・環境科学部および工学部と彦根東高校との
協定に基づき、高校との実質的連携を試行す
る。

中　期　計　画

Ⅱ

・交換留学生など留学生の受け入れにあた
り、日本での生活や学習に支障が出ないよう
日本語・日本文化教育の充実を図る。

・留学生や外国人研究者を受け入れるための全学
的な教育研究支援体制および在留支援体制を整備
する。

　平成２０年度に締結した環境科学部および工学部と彦根東
高校との協定に基づき連携を進めるとともに、今後の高大連
携の在り方について教務委員会の専門委員会で検討を行っ
た。また、環びわ湖大学・地域コンソーシアムにおいても事
業として取り組むこととした。

　環境人材育成プログラム開発事業（環境省事業）の実施に
おいて、立命館大学・龍谷大学・滋賀大学の協力を得て環境
人材の新たなネットワークに構築を図った。
　また、医工連携事業などを通じて、地域産学連携センター
教授により立命館大学をはじめとする他大学のコーディネー
ターとの交流を進めた。

　環びわ湖大学コンソーシアムの社団法人化が決定され、新
事業の計画等の組織の活性化に協力した。地域ブロック内に
おいては、彦根３大学における単位互換協定の締結や大学教
育充実のための戦略的大学連携支援プログラムの策定等に協
力を進めた。

　留学を含めた４年間で卒業可能なカリキュラムと履修方法
の検討を行った。必修科目が少なく、履修方法において自由
度が高い学科でのみ可能であることがわかった。

・アメリカミシガン州および東アジア地域、特に
中国、韓国、モンゴルを中心とした諸外国の大
学、研究機関等との学術交流を一層推進するとと
もに、国際貢献を行うための体制を整備する。

・研究教育の交流にとどまらず、滋賀の文化、歴
史、生活等、地域に根ざした国際交流の推進を目
指す。

・地元自治体や地域ボランティア団体などと
連携し、地域の歴史や文化を学ぶための基本
的な交流プログラムを整える。
　

・学生の短期研修でつながりの深いレイク・
スペリオル州立大学（ミシガン州）との間
で、環境分野での学術交流を進めるための協
議を行う。

　日本人学生と外国人留学生が文化交流を行うための交流会
を開催した。また、チューター制度により、留学生の生活支
援、日本文化の学習支援を行った。
　平成２２年度から留学生向けの日本語講座を彦根３大学で
連携して実施することを決定した。

　８月３日～７日に学術交流協定校であるレイクスペリオル
州立大学から講師１名を招聘し、公開セミナー、研究者交流
会等を開催し、環境分野での交流を図った。
　また、学部間協定を締結している海南大学海洋学院からも
講師１名を招聘し、交流を図った。

　ひこね国際交流会ＶＯＩＣＥ主催の彦根城見学会、長浜市
民国際交流協会主催の韓国語講座など地域の国際交流ボラン
ティア団体主催のイベントへの参加呼びかけを行い、日本文
化の理解、地域交流の機会を提供した。

　(4)　他諸外国等との教育研究交流、教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策

Ⅲ

・諸外国の大学等と学術交流協定、学生交流協定
等を締結して、学術交流をより活発化させるとと
もに、交換留学生の増加を図る。

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ
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125

126

備　　　考
評　価
委員会
評　価

・大学院生が国際学会での発表を支援する制度を
確立する。

自己
評価

中　期　計　画

Ⅲ

　大学院生の学会参加負担金を引き続き助成するとともに、
博士後期課程の学生に対し、新たに国際学術誌への原稿提出
料について支援を開始した。

年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

Ⅲ

・教育研究成果を海外に積極的に発信する。 ・大学の英語版ホームページの充実を図り、
海外への情報発信を進める。
　

　英語版ホームページに日本語ページと同様に大学のニュー
スやインフォメーションを更新できるシステムを導入し、学
長のメッセージや留学生の情報などを継続的に掲載し、海外
への情報発信の強化を図った。

・教育実験実習費において学会参加負担金の
助成を続けるとともに、博士後期課程の学生
に対して、国際学術誌への原稿提出料を支援
する。

P48
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【 Ⅰ 教育 】 

 

１ 特色ある教育の取組み 

 

(1) 人間学科目の充実  

   滋賀県立大学のカリキュラムの特色のひとつである全学共通科目「人間学」について、

次のとおり新たに３科目を開講し、４クラスター（「こころ」「しくみ」「しぜん」「わざ」

の４分類群）の中から教養科目としてバランスのとれた履修ができる環境を整えた。 

・こころ 「生命・人間・倫理」 

・しくみ 「社会福祉論」 

・わ ざ 「遺伝子と人間」 

 

(2) 近江楽座の実施 

   文部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プログラムに採択（平成 16年度）された「ス

チューデントファーム『近江楽座』／まち・むら・くらしふれあい工舎」を平成 19年度

から大学独自プロジェクトとして実施している。 

平成 21 年度は、新規プロジェクト 10 チーム、継続プロジェクト（ベーシックプログ

ラム）6 チーム、 継続プロジェクト（ステップアッププログラム）8 チーム、B プロジ

ェクト 1チームの計 25チームが 近江楽座として活動している。 

     ※ Ａプロジェクト：地域活性化への貢献をテーマとする学生主体の地域活動 

     ※ Ｂプロジェクト：自治体や企業等から提案された課題について活動を行うもの 

   また、1月 15 日に本学に金沢大学地域創造学類大学の教員や学生のほか行政関係者約

20名が来学し、近江楽座のヒアリング、さらには金沢大学の学生と楽座プロジェクトの

学生との意見交換会を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) アジア環境人材育成の拠点づくりの推進 

   平成 21 年度に環境省から「環境人材育成のための大学教育プログラム開発を行うモデ

ル大学」として採択され、産業界、行政、市民団体、他大学と連携して環境人材育成の

アジアの拠点づくりを目指している。環境人材としては、ものごとの全体像をつかむ俯

瞰力、システム思考力、問題解決に向けての構想力、倫理観、行動力とリーダシップ、

ファシリテーション力などが必要となり、これらの能力と感性を養うため、フィールド

ワークを中心とした人材育成プログラムを開発している。今後、国際フィールドワーク、

環境人材育成インターンシップ、生活体験型課題解決学習などのプログラムを開発・実

施していく予定となっている。 

 

(4) 滋賀県立大学環境ブックレットの出版 

環境科学部では、開学以来フィールドワーク（FW）の重要性に着目し、環境 FWという

授業を行っており、これまで培ってきた成果を環境ブックレットという形で刊行するこ

とになった。県内外の高校や大学など教育関係者だけでなく、行政や NPO、あるいは市

民のみなさんにも活用していただけるようにまとめている。今回は、第 1 巻から第 3 巻

までの刊行となり、第 1巻は、「琵琶湖のゴミ」と題して琵琶湖岸に漂着する膨大なゴミ

を収集・分類することで見えてくる滋賀県のゴミ事情について、第 2〜3 巻は、「フィー

ルドワーク心得帖（上）（下）」と題して、フィールドワークの基礎と実践から、調査結

果の発表の仕方まで詳しく解説した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項 
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２ 教育力向上のための取り組み 

 教育活動の継続的な改善に向けた教員の主体的な関わりを支援することにより、大学の

教育力の向上を図るため、教育実践支援室が中心となり様々な取り組みを行った。 

  ①研修会の実施 

   ・授業の方法 ―入門編― 

   ・学科カリキュラムの点検方法 ―ディプロマ・ポリシーとカリキュラムマップー

   ・学生が集中できるＢＲＤ方式による講義 

・人間探求学研究会 

・研修会「ＷＥＢ版シラバスシステム等を活用した教育方法の効用について」 

②教育プログラムモデルの開発 

     学生の自宅学習を促す教育プログラムモデル事業を昨年に引き続き実施すると

ともに、教育補助員制度を活用しながら新たな教育プログラムモデルの開発を図

った。 

  また、卒業研究等を学外のコンペ等へ積極的に応募した結果、学生の受賞件数は 14件と

なった。 

 

３ 入学志願者の確保に関する取組み 

 

(1) オープンキャンパス参加者の増加  

  高校生とその保護者等に本学の魅力を余すことなく伝えるため、オープンキャンパスお

よびｍｉｎｉオープンキャンパスを実施し、参加者は昨年度より 7.2％増加した。 

・ オープンキャンパス 

 ８月８日（土）・９日（日） 参加者 2,637 人（昨年度比 255 人増） 

・ ｍｉｎｉオープンキャンパス 

 11 月７日（土）・８日（日） 参加者  336 人（昨年度比 55人減） 

 

(2) 入学志願者の確保 

  オープンキャンパスや高校訪問などを積極的に実施して入学志願者の確保に努めたが、

推薦入試および一般入試の入学志願者は前年並みとなった。 

   ①推薦入試 

・志願者    305 人 →  263 人 （ 42 人減） 

     ・志願倍率   2.7 倍 →  2.2 倍 

 

 

   ②一般入試 

・志願者（前後期合計） 2,778 人 → 2,683 人 （95 人減） 

     ・志願倍率（前期）    3.9 倍 →  4.0 倍 

          （後期）    10.6 倍 →  10.0 倍 

 

４ 学生支援に関する取り組み 

 

(1) 学生支援センターの充実  

  学生支援室内に専任の教員を配置し、学生の相談に常時対応できるよう学生支援の強化を図

った。また、学生自治会、体育会、文化会、同窓会の役員を中心とする「学生サポート・スタ

ッフ」による学生相談体制を整備し、新入生向けに履修や学生生活に関する相談を行った。 

 

(2) 就職活動への支援 

  学生のニーズや社会の情勢に対応し、新たに３回生向け「就職活動早わかりセミナー」

（職員による講義）や４回生向け「就職活動応援セミナー」を含め、セミナー・講座・企

業研究会を年間 21回開催した。 

  インターンシップについては、平成 21年度から正規の授業科目として開講し、参加者数

はのべ 62名と、昨年度（33名）より大幅に増加した。短期のインターンシップ A（5日以

上の就業体験実習 1単位）と長期のインターンシップ B（10 日以上の就業体験実習 2 単

位）に分けて実施した。 

 

(3) 課外活動への支援  

  毎年８月にリーダース研修会を実施し、学生団体（クラブ、サークル）や体育会、文化

会、湖風祭実行委員会のリーダーとして活動している学生を対象として、救命講習や課外

活動活性化に向けてのグループワークの研修を実施した。また、平成 22年２月にも人権啓

発学習会および課外活動説明会を開催した。 
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【 Ⅱ 研究 】 

 

１ 環境共生システム研究センターの取り組み 

  環境共生システム研究センターでは、脱温暖化・環境共生社会の構築に総合的に取り組

んでいくため、「産業エコロジー研究部門」「エネルギー技術研究部門」「環境機能再生研究

部門」「環境共生都市研究部門」の４部門で研究活動を行っている。 

平成 21年度は、次のようなセミナー・研究発表会を行った。 

◇環境共生システム研究センターセミナー 

   平成 21 年８月５日 

「アメリカにおける河川の自然復元：近年の実践とケーススタディ」 

講師：レイクスペリオル州立大学 Ashley Moerke 准教授 

◇公開セミナー 

   平成 21 年 11 月 21 日 

「光とエネルギー」工学部 奥教授 

平成 21年 11月 28 日 

「東アジアの浅水湖沼の現状」 環境科学部 浜端准教授 

平成 21年 12月 5日 

「水田からのメタン発生と地球温暖化」（独）農業環境技術研究所 八木上席研究員

 ◇研究発表会 

   平成 22 年３月 25日 

テーマ 1：気候変動に立ち向かう農業  

テーマ 2：森林吸収の評価と認証  

テーマ 3：エコハウスと CO2排出削減 

 

２ 研究費の戦略的配分による活発な研究活動 

  「環境と人間」をキーワードとした研究を推進するため特別研究費を戦略的に配分し、

重点領域研究３件、特別研究６件、奨励研究８件を実施した。 

・重点領域研究 

「大学と地域との連携による『地域再生モデル創出の実証的研究』」 

「滋賀県立大学子ども未来応援プロジェクト」 

「鮒鮨の機能性に関する総合的研究」 

・特別研究 

「植物栄養元素の獲得を支配する遺伝子の解明」 

「ソーラー水素製造のための既存要素集積型光熱電変換セルの開発」 

「押し込み試験およびファイバー曲げ試験によるガラスの永久変形構造の解明」 

「滋賀県における男女共同参画社会実現プログラムの構築」 

「天然染料によるセルロース系繊維染色のシステム化」 

「看護学生の『ボディメカニクス活用における自己学習システム』の開発および

学習支援の評価」 

こうした個々の教員の活発な研究活動の結果、１０件の受賞があった。 

 

３ 海外の大学との学術交流 

  本学とアウクスブルク大学（ドイツバイエルン州）は、 

交流と協力を促進するための包括交流協定と教員、研究者 

及び学生の相互派遣に関する交流協定を締結した。今後は、 

学生の交流を中心に検討していくこととなった。また、学 

術交流協定校である中国の海南大学の研究者を招聘し、交 

流会を開催した。 

 

４ 科学研究費補助金等の獲得のための取り組み 

  科学研究費補助金等のさらなる獲得のため、特任教授を中心として、応募件数等の目標

設定、研究計画書レビュー、研修会等を実施し、獲得のための取組みを強力に推進した結

果、応募件数は 136 件（平成 20 年度 130 件）と増加した。なお、平成 22 年度の新規採

択分の採択率が 32.6％となり、全国で 21位、公立大学中ではトップとなった。 

 

５ 県立の３機関で総合研究を推進 

  本学と琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館は、 

琵琶湖の統合研究を進めることで基本合意した。琵琶湖 

研究を中心に研究者同志の連携だけでなく組織としての 

連携も強化し、大規模で質の高い研究を目指すこととな 

った。 

  当面は、「地域住民による琵琶湖沿岸の＜生命の賑わい 

＞総合調査の方法論と具体的手法の確立」、「大気降下物 

が琵琶湖とその集水域に与える影響の評価」、「南湖生態 

系の総合的・順応的管理に関する研究」の３テーマを最 

優先で取り組む。 
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【 Ⅲ 地域貢献 】 

 

１ 公開講座等の開催 

  開かれた大学として地域の要望に応え、地域の生涯学習の拠点としての役割を果たすた

め、次のとおり公開講座、公開講義等を実施した。 

   ① 公開講座    春期公開講座（４回シリーズ） 受講者 298 人 

テーマ「県立大学で「人間学」を学ぶ」  

            秋期公開講座（３回シリーズ） 受講者 128 人 

              統一テーマ「環境共生を考える」 

  ② 移動公開講座  平成 21年 12月 12 日（土）栗東市立中央公民館 受講者 33人

              テーマ「近江の女性たち ～大日本婦人会と戦争協力～」

   ③ 公開講義    提供授業科目：189 科目 受講者：180 人 

④ 琵琶湖塾  塾長：田原総一朗氏（ジャーナリスト） 

    （全８回）  講師：佐藤優氏（作家）、鎌田實氏（医師・作家）、井村雅代氏（井

村シンクロクラブ代表）ほか 

          塾生：357 人 

 

２ 彦根３大学の連携の推進 

  彦根３大学・大学間連携コミュニケに基づき、３大学リレー公開講座（７/19～8/１）や

特別講演(3/6)を実施した。また、３大学による単位互換制度を創設し、大学サテライト・

プラザ彦根において授業を実施した。 

 

３ 産学官連携に関するセミナー等の開催 

産学官連携事業として、次のとおりセミナー等を開催した。 

 ① 公開セミナー 

日 時 平成 21年 12 月 4日（金） 13:30～17:00 

テーマ 「地域資源を活かして未来を切り拓く」 

     ―農商工連携による新しいビジネスの提案― 

場 所 大学サテライト・プラザ彦根 

② 知的財産権特別講義 

平成 21年 11月 20 日（金）～平成 21年 12 月 2日（水）（全３回） 

   ③ 彦根商工会議所異業種交流会との交流（全２回） 

      平成 21 年６月 22日（月） 

      「エコでビジネスする方法 ～小舟木エコ村を事例として～」 

      平成 21 年 11月 16 日（月） 

      「研究活動を通して、社会で通用する実践的な力をつける」 

 

 

 

 



　１　運営体制の改善に関する目標

　　　　迅速な意思決定により、効果的な大学運営を行うため、学長のトップマネジメントによる運営体制を構築するとともに、学外者の積極的な登用を図り、意思決定プロセスの透明性の

　　　確保や開かれた大学運営を確立する。

　　　　また、大学としての重点項目を定め、有効に学内資源を配分するシステムを構築する。

　２　教育研究組織の見直しに関する目標

　　　　効率的な教育・研究を推進するために、教育研究組織の継続的な見直しを行い、教育研究の進展や社会の要請に応じた学部・学科等の再編を行う。

　３　人事の適正化に関する目標

　　　　柔軟で弾力的な人事制度を構築するとともに、教職員の業績に対する評価制度の導入を図り、競争的環境の中で人事の適正化を図る。

　　　　また、事務職員については、大学運営の専門職能集団としての機能が発揮できるような採用・人材養成方法を導入する。

　４　事務の効率化・合理化に関する目標

　　　　限られた人材資源を最も効果的に運用して、活発な教育研究活動および迅速・機動的な大学運営を支える事務組織を編成する。

127

128

129

備　　　考

　　(4)　全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策

・広報委員会の機能を強化するとともに、広
報誌等による学外への情報発信を引き続き積
極的に行う。
　

・企画･広報部門を強化し、大学のトップの体制
を支援するとともに、社会に対する情報発信を積
極的に行う。

　平成２１年度の科学研究費補助金の不採択研究のうち、評
価の高かったものへの研究奨励、次回採択へのステップアッ
プのための研究経費支援を行った。（実績：６名　２,７０
０千円) Ⅲ

・役員や審議機関委員への学外者の積極的な登用
を図る。

　昇任人事を扱う学部等の選考委員会においては、学外者を
置くことを定着させた。また、今年度設置した「利益相反マ
ネジメント委員会」に学外委員を置いた。

・地域社会の発展に貢献しうるプロジェクト研究
ならびに新任教員および若手教員の育成等、戦略
的な観点から予算の重点配分等が実施できる学内
資源配分システムを構築する。

・学長裁量経費、外部資金間接経費等を資源
として、地域社会の要望が強い研究や科学研
究費補助金につながる研究を支援するなどの
戦略的資源配分策を実施する。

中
 
期
 
目
 
標

　Ⅱ　業務運営の改善および効率化に関する目標

中　期　計　画 年　度　計　画

　　(1)　全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

Ⅲ

　滋賀銀行経営情報誌「かけはし」、読売新聞全国版「大学
を歩く」への掲載など、様々な媒体での情報発信を行った。
　また、昨年度の学生向け広報の手引きを改訂し、教員向け
広報の手引きを作成し、学内での情報の収集力向上を図っ
た。

　　(3)　学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策

・学内委員会において幅広い観点から審議を
行うため、可能な限り学外者を加える。

自己
評価

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

　１　運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
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130

131

132

133

134

135

136

自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

　２　教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

　人事計画に定める定数表に基づいて適正な定数管理を行
い、平成２１年度は学長管理定数に２名を充当し、学長管理
枠を全体で７名とした。

Ⅲ
　平成２２年度に「慢性看護専門教育課程」を開設するため
に必要な履修科目を設けた。

Ⅱ

　　(2)　教育研究組織の見直しの方向

・任期制や年俸制の導入については、給与上の優
遇措置を含めて検討する。

　ガラス工学研究センターに任期制で助教１名を新たに採用
することを決定した。また、特定プロジェクト職員５名を年
俸制で採用した。

　　(1)　教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策

・一定数の教員定員を大学全体枠として留保し、
社会の要請や教育・研究の進展に応じた研究分野
および学科・専攻の柔軟な組織再編や新分野の設
置を検討する。特に、博士前期課程の定員は社会
の要請に応えて見直しをするとともに博士後期課
程については、定員と指導担当教員を再検討し、
全学的に組織等を見直す。

・全学共通教育の実施主体として、全学共通
教育推進機構を設置するとともに、国際教育
センターの改組の具体的な方向を確定する。
また、近江環人地域再生学座を発展させた教
育研究組織の検討を行う。 Ⅲ

　平成２１年４月に全学共通教育の実施に関する責任組織で
ある全学共通教育推進機構を設置した。また、国際教育セン
ターについては、将来構想委員会において国際化に対応した
新たな教育研究組織として改組する方向で検討を行った。近
江環人地域再生学座については、大学院共通の教育プログラ
ムとして運営する方向性を取りまとめた。

・明確な選考基準を設け、優秀な人材を積極的に
登用する。

　　(2)　任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

・法人の自律的な管理のもとで適正な定員管理を
行う。

　　(1)　中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

　教員の組織化については、研究戦略委員会において、戦略
的な研究拠点の形成に向けた検討を行い、グループ化・組織
化を促した。工学部共通科目として「産業技術マネジメン
ト」を開講するとともに大学院の講義科目については、引き
続き検討することとした。

・人事計画に定める定数表に基づき、法人の
自律的な管理のもとで適正な定数管理を行
う。

・教員の採用にあたっては、面接・プレゼン
テーション等の手法により、教育研究に関す
る能力を評価する。

・人事計画に基づき、引き続き原則として公
募により採用する。

　戦略的人事１１名を除き、公募制により２３名を採用し
た。

ⅢP40

Ⅲ

・研究マネジメントの経験がある教員の組織
化を行うとともに、大学院に研究マネジメン
トに関連する講義科目を設ける。

 ・効率的な教育・研究を推進するため、研究マ
ネジメントを行える人材を確保する。

　３　人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

・人間看護学部に大学院を設置する。 ・ＣＮＳ（専門看護師）教育課程の設置に向
け、平成２２年度の申請を目指した準備を行
う。

Ⅲ

　平成２１年度の教員採用に際しては、模擬授業またはプレ
ゼンテーションなど教育面での要素を含めて評価を実施し
た。

Ⅲ

・引き続き任期制を適用するとともに、年俸
制についても検討する。

・教員の採用は原則として公募制とする。
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137

138

139

140

141

142

143

144

145

自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考

・教員の業績評価を給与に反映させるシステ
ムを検討する。

  

　　(4)　柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

・産学官連携や地域貢献活動を促進するため、兼
職・兼業規制の見直しを検討する。

・平成２０年度に検討・策定されたサバティ
カル制度を導入する。

・特別研究員制度（サバティカル制度）の導入に
ついて検討する。 Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

　　(2)　業務のアウトソーシング等に関する具体的方策

・常に各部門の機能および組織編成のスクラップ
アンドビルドを行い、簡素で効率的な組織を構築
する。

・事務の集中化および効果的なアウトソーシング
の実施により、効率的な事務体制を構築する。

Ⅲ

Ⅲ

・教員の業績評価は教育・研究面だけでなく、地
域貢献、大学運営への寄与など多面的に行い、給
与に反映させるシステムを構築する。

・適正な業績・成果評価のための制度を構築し、
業績・成果主義に基づく人事システムの導入を検
討する。

　評価に基づき、年度当初に法人事務職員初の昇任人事を行
うなど、適正な処遇を行った。

Ⅲ

　　(5)　外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策

・男女共同参画を推進するシステムを検討
し、国際交流委員会などとともに、女性、社
会人、外国人の教員の採用促進策を検討す
る。

・男女共同参画の観点から女性教員の積極的な採
用を行うとともに外国人教員の採用の促進に努め
る。

・当面、県からの派遣とするが、法人職員の計画
的な雇用を行い、事務体制の強化を図る。

・引き続き法人職員の計画的な採用を行い、
適切な部署に配置することで事務体制の強化
を図る。

Ⅲ
　大学運営の専門性を高めるため、平成２２年４月に法人職
員２名を採用することを決定した。法人職員は１２名となっ
た。

Ⅲ

・事務職員の大学運営に係る能力開発を図るた
め、私立大学を含む他大学との交流等について検
討する。

・事務局職員人材育成方針の研修計画に基づ
き、学内研修および学外研修等を行い、職員
の能力開発をする。

　　(6)　事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策

・学生の履修登録およびシラバス作成等の電
子化と事務の集中化・効率化を図るため、学
務事務管理システムを導入する。

　新学務事務管理システムの導入については、関係部門にお
いて協議・調整を進め、仕様を確定し入札公告を行うととも
に、現システムからのデータ移行についての準備を行った。

　他大学の情報収集を図りつつ、特に業績をあげた教員を優
秀職員として表彰（副賞付）し、インセンティブを与えた。

・効率的な事務組織を構築するため、事務組
織の見直しを行う。

　事務局内の業務量を勘案し、職員および契約職員の適正な
配置を行った。

・裁量労働制下における兼業・兼職規制の現
状と課題を調査する。

　他大学の状況等を確認し、本学における課題を整理した。

　人材育成方針に基づき、事務職員意識改革研修を行うとと
もに、立命館大学行政研究・研修センター「大学幹部職員養
成プログラム」に通年で１人、（財）大学コンソーシアム京
都主催のセミナーに３人を参加させた。また、彦根３大学共
同企画による危機管理セミナーを実施した。

　平成２０年度に策定されたサバティカル制度を活用し、平
成２１年度秋期より３名の教員に適用した。

　選考にあたっては、女性や社会人、外国人を積極的に採用
するよう努め、女性１１名、社会人４名の教員の採用を決定
した。また、外国人については、教授１名を採用した。

　　(1)　事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策

　４　事務等の効率化・合理化に関する関する目標を達成するための措置

Ⅲ

　　(3)　人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策

・平成２０年度に構築した法人職員評価制度
に従い、県職員に準じて適正な業務・成果を
評価し、処遇する。

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無
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１ 特定プロジェクト職員制度の創設 

  特定目的を持った教育研究を担う人材を受け入れるための新たな人事制度を構築し、平

成 21年度から特定プロジェクト職員を採用した。 

 

２ 内部監査の実施 

  法人の業務運営等の適正を図るため、次のとおり内部監査を実施した。 

平成 21年 10月１日 科学研究費補助金に関する書面監査（科研費監査） 

平成 21年 10月 8日 科学研究費補助金に関する実地監査（科研費監査） 

平成 21年 10月 29 日 財務会計関係事務処理に関する内部監査（通常監査） 

平成 21年 12月 21 日 各グループからヒアリングによる実地監査（通常監査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務運営の改善および効率化に関する特記事項 



　１　公正で効率的な財務運用に関する目標

　　　　限られた資源を効率的に配分し、使いやすく、無駄のない財務運用に努めるとともに、財務情報を積極的に公開し、公正な財務運用に努める。

　２　自己収入の増加に関する目標

　　　　授業料や入学料収入の確保・増加を図るとともに、各種外部研究資金の受け入れの増加を図る。

　　　　また、収入を伴う自主事業の拡大と適切な料金の設定により自主財源の充実を図る。

　３　経費の抑制に関する目標

　　　　管理運営業務の効率化を図り、管理的経費の削減に努める。

　４　資産の運用管理の改善に関する目標

　　　　資産を運用し管理する体制を整備し、効果的効率的な資産活用を図る。

146

147

148

149

150

・研究費執行マニュアルをより読みやすくわ
かりやすいものに改訂する。また、多様化す
る商品の購入に対応するため、現地調達可能
店舗の拡大を図る。

・財務システム、事務手続きの見直しを引き
続き行い、事務の効率化、経費節減に努め
る。

・研究費・実験実習費を実態に合わせて使いやす
くする。

・事務手続き等の電子化、ペーパーレス化を図
り、事務の効率化、経費の節減を図る。

備　　　考

　１　公正で効率的な財務運用を達成するための措置

自己
評価

・引き続き予算編成時に各学部長等と深く連
携し、限られた予算枠の適正な配分に努め
る。

　　　Ⅲ　財務内容の改善に関する目標

　県の新年度予算編成に向けた事業見直しに係る調整を経た
後、予算削減案により提出された予算関係資料を基に、財務
担当役員と各学部長等との意見交換を行い、これを踏まえて
予算編成作業を進めた。

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

中
期
目
標

　　(1)　限られた資源を効率的に配分するための措置

・財務担当役員は、限られた資源を効率的に配分
するため、各学部長等と深く連携し、予算要求の
とりまとめと予算案の編成にあたる。
　

特　記
事項の
有　無

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

　平成２１年４月から、ゆうちょ銀行への口座振込を可能に
するため、財務システムの仕様変更を行い、事務の効率化を
図った。

　前年度決算との比較やグラフを用いた要約版をより見やす
くする工夫を行い、ホームページに掲載した。

　　(3)　使いやすく、無駄のない財務運用を可能にするための措置

Ⅲ

・財務情報をわかりやすく加工し、県民・学生お
よび教職員などに対して公表する。

　　(2)　公正な財務運用を担保するための措置

　平成２２年度の一般研究費の配分にあたっての改善内容に
ついて検討するとともに、研究業績等による評価配分方式を
堅持することとした。

・平成２０年度について、決算を前年度決算
との比較をするなど引き続きわかりやすく加
工し、公表する。

・研究費は最大の効果が上げられるよう、期待さ
れる成果を勘案して配分する。

・平成２０年度の配分結果を分析し、研究費
配分の評価項目や配点を見直すなど一般研究
費評価配分方式について引き続き改善に努め
る。

　研究費等執行マニュアルを改訂し、教職員に配布した。ま
た、現地調達支出依頼書の様式を変更し、現地調達の趣旨を
徹底しながら、現物を見なければ購入する物品を決定できな
いケースなど、調達できる店舗を拡大した。

Ⅲ
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151

152

153

154

155

156

157

Ⅲ

・他の国公立大学等の基準を参考に、収入面
からみて授業料を適正な水準に定める。ま
た、教職員間およびグループ間の連携によ
り、引き続き授業料収入の１００％確保に努
める。

・科学研究費補助金、公募型プロジェクト研究等
の競争的外部資金の獲得に向け、積極的な応募を
奨励する。

・外部研究資金への申請、採択および獲得額の状
況を、毎年度、学部等別に整理し、公表する。

Ⅳ

Ⅲ

特　記
事項の
有　無

自己
評価

　　(1)　授業料・入学料収入を確保・増加するための措置

・授業料・入学料は教育の機会均等や公立大学の
役割、学生の確保などを勘案して、適切な水準に
定める。

・大学院の学生定員の充足に努める(特に博士後
期課程)。

年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

　２　自己収入を増加するための措置

備　　　考中　期　計　画

　授業料未納者について、関係する各グループ間の連絡を密
にして、未納状態の解消を図るなど、引き続き授業料収入の
１００％確保に努めた。

Ⅲ

　　(2)　外部資金受け入れの増加に関する目標を達成するための措置

　特任教授を昨年度に引き続き１名任用するとともに、学外
識者への依頼を行うなど科学研究費補助金申請書のレビュー
体制の充実を図り、申請数の増加を促進した。
【実績】
　外部講師による研修会　38名参加　レビュー実施　38件
　申請数　136件(前年度 130件)
　申請率　68.5%（前年度 62.3%）
   ＊いずれも 新規＋継続

・教育・研究組織再編委員会において大学院
博士後期課程の再編を行ったことを踏まえ、
定員の充足をさらに促進するための支援策の
導入を図る。
　

・平成２０年度に任命した特任教授による科
学研究費補助金、公募型プロジェクト研究等
の競争的外部資金への応募を支援する体制を
さらに強化し、外部資金獲得額の増加を図
る。

P45

　院生の研究活動を支援するため、学会参加負担金助成に加
えて、国際学術誌投稿料への支援制度を新たに設けた。

・外部研究資金の申請や報告書作成に必要な事務
手続きに関する全学的な協力体制を整備する。

・積極的に外部研究資金を導入した研究者を研究
費配分の面を含めて優遇する制度をつくる。

　各学部別の外部資金等獲得状況を毎月学報に掲載するとと
もに、ホームページに掲載した。

　科学研究費補助金について間接経費の一部を各学部の獲得
額に応じて配分し、獲得した研究者の研究環境の整備を行う
ための費用等に充てた。

　特任教授を昨年度に引き続き１名任用し、申請書学内提出
期限を早めながらレビュー体制の充実を図るとともに、申請
事務を円滑にし、申請数の増加、採択率の増加を図った。そ
の結果、平成２２年度の新規採択分の採択率が３２．６%と
なり、全国で２１位、公立大学中ではトップとなった。

・各学部等別の外部資金獲得状況をホーム
ページで公表する。

 地域産学連携センター教授やコーディネータによる、個別
企業への渉外活動を積極的に行うとともに、県内公設試や経
済団体との意見交換等を行った。その結果、ＪＳＴ（独立行
政法人科学技術振興機構）のシーズ発掘型受託研究および
ニーズ即応型受託研究が増加した。（平成２０年度３件→平
成２１年度１０件）

・外部研究資金の申請や報告書作成を支援す
るために特任教授を引き続き任用するととも
に、申請を担当する事務体制を整備し、全学
的な協力体制を構築する。

・研究や活動内容をデータベース化し、外部に対
して積極的な広報活動を行う等により、共同研究
費、受託研究費等の受け入れを促進する。

Ⅲ

Ⅲ

・特に高額の外部研究資金を獲得した研究者
に対して、オーバーヘッドを財源にした研究
費配分の面を含めて支援措置、優遇措置を実
施する。

評　価
委員会
評　価

Ⅲ

P45

・教員の教育・研究・社会貢献業績データ
べースを活かして、コーディネータを中心に
企業や行政機関等への働きかけを強め、「発
掘型受託研究、共同研究」の実績を増やす。
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158

159

160

161

162

163 Ⅲ

・交流センター、講義棟、体育・スポーツ施設な
どの有料開放の是非を検討し、可能なものから実
施する。

・引き続き不要品等の売却を行う。

　　(5)　不要品等の売却から収益を得るための措置

Ⅲ

備　　　考

　　(3)　公開講座から収益の得るための措置

Ⅲ

　春期(５月１６日～６月１３日　４回)、秋期（１１月２１
日～１２月５日　３回）、移動公開講座(１２月１２日)を開
催するとともに、琵琶湖塾を開催した。（全８回）さらに、
人間看護学部の専門講座（７～８月）、地域産学連携セン
ター公開セミナー（１２月４日）を開催するとともに、企業
向け有料講座の開催を念頭に置いて彦根商工会議所との連携
による講演会を２回実施した。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

・産学官連携コーディネータ人件費や外部資
金獲得につながる研究課題の準備研究費とし
て、外部資金の間接費を引き続き活用する。

・有料の公開講座の開講に努める。

　　(4)　大学施設利用を有料化するための措置

評　価
委員会
評　価

　外部資金の間接費について、特任教授の人件費や外部資金
獲得のための講義開催、科学研究費補助金の申請書の添削指
導等に活用した。

Ⅲ

特　記
事項の
有　無

　体育館・野球場などの体育施設について、使用許可や使用
料の徴収を適正に運用し、平成２１年度の体育施設使用許可
実績は、体育館延べ３７日（柔剣道場２２日、アリーナ１５
日）、野球場３４日、テニスコート３日となっている。

中　期　計　画

・不要品等のうち売却可能なものについては、な
るべく売却する。

　老朽化した教育研究機器等の一括処分を実施し、可能なも
のについては売却を行った。また、一括処分以外においても
随時売却を行った。

P36

自己
評価

Ⅲ

Ⅲ

　３　経費を抑制するための措置

　事務処理の合理化に努め、図書情報センターにおける派遣
職員の見直しを行った。

・公開講座、公開講義、琵琶湖塾等を引き続
き開講するとともに、医療機関従事者等を対
象とした専門公開講座や産業界向けの新たな
有料講座を大学サテライト・プラザ彦根等で
開催する。

年　度　計　画

・平成２０年度に開放した体育館・野球場な
どの体育施設について、使用許可や使用料の
徴収を適正に運用する。

・省エネの可能性を検討し、光熱水費の削減を図
る。

　学内附属施設等（交流センター、産学連携センター、体育
館および環境管理センター）について、学生（環境マネジメ
ント事務所：ＥＭＯ）による電力量調査を行った。また、電
力削減への取り組みを促進するため、学部毎に電力使用量の
削減額の一部を還元することとした。

・学内におけるカーボンマネジメント制度を
検討し、光熱費削減につながる方策を可能な
ものから実施する。

　　(2)　光熱水費を抑制するための措置

・外部研究資金の受け入れに際しては適切な間接
経費を賦課し、経理担当者や産学連携コーディ
ネーターを配置するなど、大学全体の視点から外
部資金受け入れ増加のために活用できる予算を確
保する。

・派遣職員・業務委託の活用を進める。 ・効率的な事務体制を構築するため、事務の
集中化と効果的なアウトソーシングを行う。

　　(1)　人件費を抑制するための措置
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164

165

166

167

168

169

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）
自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考

　固定資産等のリストを随時更新した。・学内グループウェアで公表している固定資
産等のリストを随時更新し、共同利用しやす
い環境を整える。

　４　資産の運用管理を改善するための措置 

　　(4)　業務委託費を抑制するための措置

・契約方法、契約内容の見直しを積極的に行い、
業務委託費を抑制する。

・引き続き、契約方法等の見直しを進める。

　安全な運用を行うことを前提に、引き続き効率的な運用に
務めた。

Ⅲ

Ⅲ

　電子システム工学科開設にあたって、新学科棟で捻出でき
ない実験室・研究室スペースを既存学科から融通することと
して８室のうち７室を対応した。なお、残る１室についても
平成２２年度に行うこととしている。

　水質検査において、支出科目の異なる事業を統合して一括
入札執行することにより、効率的に経費の執行をした。ま
た、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託に関して、対象業者
数を増やして見積もり徴取した。

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・一括購入を進めるなど引き続き購入費の抑
制を目指す。

・学内グループウェアで公表している固定資
産等のリストを随時更新し、共同利用しやす
い環境を整える。

　情報教育システムの更新について、２種類のシステム（情
報処理教育システム、ＣＡＬＬシステム）を一括契約により
更新した。また、Ａ社とライセンスプログラム契約をし、同
社ソフトを通常のアカデミック価格より安価に購入できるよ
うにした。

　固定資産等のリストを随時更新した。

Ⅲ

　　(3)　物品購入費を抑制するための措置

・一括購入を進めるなど購入方法を見直し、購入
費を抑制する。

・所有備品、物品購入に関する情報の共有化によ
り経費の削減を図る。

特　記
事項の
有　無

・研究スペースを効率的に利用するための制度を
検討する。

・教員研究室、実験室、共用スペースの有効
利用を図るため、電子システム工学科開設に
あたっての実験室・共用スペースについて、
新学科棟で捻出できないスペースを学科間で
融通する。

・余裕金は安全を旨として運用・管理する。 ・資金管理規程において「資金は、資金管理
方針および資金管理計画に基づき、適正に管
理して安全有利に運用しなければならな
い。」と定めたことから、この規定に基づ
き、引き続き適切に運用・管理する。

・大型研究用機器等の情報を共有化し、可能な限
り共同利用に努める。
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その他業務運営に関する特記事項 

 

１ 外部資金の獲得 

  財務基盤の安定強化に向け外部資金の獲得に努め、次のとおり外部資金を獲得した。 

     ア 科学研究費補助金 54 件 136,911,000 円（平成 20年度：46件 153,610,000 円）

   イ 受託研究      50 件  87,034,087 円（平成 20年度：52件  75,148,546 円）

   ウ 共同研究      38 件 25,177,319 円（平成 20年度：39件 32,950,000 円）

   エ 奨励寄附金    33 件 30,260,000 円（平成 20年度：31件 29,294,689 円）

   オ 寄附講座        1 件 100,000,000 円（平成 20年度： 1件 30,000,000 円）

   カ 文部科学省補助金  1 件 45,064,000 円（平成 20年度： 1件 45,919,655 円） 

       合 計       177 件 424,446,406 円（対前年度比 57,523,516 円の増加） 

 

また、引き続き特任教授を中心として、応募件数等の目標設定、研究計画書レビュー、

研修会等を実施し、獲得のための取組みを強力に推進した。その結果、平成 22年度の科学

研究費補助金の新規採択分の採択率が 32.6%となり、全国で 21 位、公立大学中ではトップ

となった。 

 

 

２ 地球温暖化対策事業等の実施 

  国の「経済危機対策」に基づき、県からの補助金により地球温暖化対策事業および防犯

対策事業を実施した。 

  地球温暖化対策事業としては、空調制御機器の更新、太陽光発電パネルの増設、防犯対

策事業としては、防犯カメラの増設を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務内容に改善に関する特記事項 



　１　評価の充実に関する目標

　　　　自己点検・評価および外部評価を厳正に実施するとともに、評価結果を教育研究および大学運営に反映させる。

　２　情報公開等の推進に関する目標

　　　　教育研究活動状況やそれらの優れた成果、さらに大学運営等に関する情報を積極的に発信する。

170

171

172

173

P48

　　(1)　自己点検・評価の改善に関する具体的方策

・教員の教育、研究、地域・社会貢献、学内
貢献の各分野における活動を評価し、一般研
究費の配分に反映させたことから、給与その
他への反映について、引き続き検討を行う。

Ⅲ

Ⅲ

P48

・評価結果は研究費等の配分、人事・給与・研修
等に反映させる。

　　(2)　評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策

・評価体制および評価支援組織の充実を図り、厳
正な評価を実施する。

・教育、研究、地域貢献、大学運営等の項目につ
いて教員の業績を評価するシステムを構築し、評
価結果を自己点検・評価および第三者評価・外部
評価に反映させる。

・認証評価のための特別委員会を設置すると
ともに、学部等の自己評価、外部評価、全学
的自己評価および外部評価の結果を踏まえ、
（独）大学評価・学位授与機構への申請を行
う。

・学部等の自己評価、外部評価、全学的自己
評価および外部評価の結果を踏まえ、（独）
大学評価・学位授与機構への申請を行う。

・法人評価の評価結果のみならず、学部等の
自己評価、外部評価、全学的自己評価および
外部評価の結果を学内外に公表するととも
に、学内では自己評価委員会、連絡調整会議
等を通して意見・改善策を収集し、認証評価
に向けて活用する。

P48 Ⅲ

中　期　計　画

中
期
目
標

　Ⅳ　自己点検・評価および当該状況に係る情報の提供に関する目標

年　度　計　画
自己
評価

評　価
委員会
評　価

　これまで実施してきた学部等の自己評価および外部評価な
らびに全学の自己評価および外部評価の結果を踏まえるとと
もに、毎年度行っている教員業績評価の結果を活用して、認
証評価で求められる自己評価書の案を取りまとめた。
　また、平成２１年９月に（独）大学評価・学位授与機構へ
の申請を行った。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　自己評価および外部評価の結果は、大学ホームページで公
開した（７月）。また、法人評価結果についても大学ホーム
ページで公開するとともに、評価結果に対する理事長メッ
セージを学報に掲載し学内構成員への周知を図った。
　これらをもとに、諸課題を洗い出すとともに関係委員会等
で改善に向けての取り組みを行い、認証評価への対応を図っ
た。

　他大学の情報収集を図りつつ、特に業績をあげた教員を優
秀職員として表彰（副賞付）し、インセンティブを与えた。

備　　　考

　１　評価の充実に関する目標を達成するための措置

Ⅲ

　認証評価の実施ための組織として、平成２１年６月に認証
評価実施特別委員会を設置した。認証評価機関への申請は、
平成２１年９月に（独）大学評価・学位授与機構あてに行
い、平成２２年６月末に同機関に提出する自己評価書の案を
取りまとめた。

・評価結果を学内外に公表するとともに、改善が
必要な事項については各層からの意見・改善提案
を収集するシステムを構築する。

特　記
事項の
有　無
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中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

自己
評価

　ホームページによりシラバス等の教務学生情報を積極的に
公開するとともに、新型インフルエンザに関して感染予防と
感染拡大防止に向けて、継続的に最新情報の提供を行なうな
ど危機管理面での対応を図った。新型インフルエンザで休講
措置をとった５月は５３，７８１件、６月は５５，９２３件
のアクセスとなり、前年同月より１万件以上多いアクセス件
数となった。

Ⅲ

・ホームページによる積極的な情報発信に努
めるとともに、ホームページの閲覧情報の分
析を進め、利用者のニーズに即したホーム
ページの改善にさらに努力する。また、ホー
ムページ更新に係る作業の軽減を図る。

・ホームページにより、シラバス等の教務学生情
報および教育研究者情報等を積極的に発信する。

　２　情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

評　価
委員会
評　価

備　　　考
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１ 認証評価に向けた取り組み 

平成20年度に作成した自己評価書をもとに、全学の外部評価を平成21年5月 1日に実施し

た。 

また、平成22年度に（独）大学評価・学位授与機構による認証評価を受審することから、

平成21年 6月に認証評価実施特別委員会を設置し、それまで実施してきた学部等の自己評価

および外部評価等の結果を踏まえながら、評価書の検討作業を進め、自己評価書案としてとり

まとめた。 

 

２ 広報活動の強化 

教職員向けの広報の手引きを作成し、学内の情報収集体制を強化するとともに、新聞等

への広報活動を積極的に行った結果、平成 21年度の新聞掲載件数は 630 件となり、前年度

（616 件）より増加した。 

また、英語版ホームページの更新を行い、日本語のページと同様にお知らせ機能を追加

し、最新の情報を掲載できるようにした。 
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自己点検・評価および当該状況に係る情報の提供に関する特記事項 



　１　施設や設備の整備・活用等に関する目標

　　　　誰にでも優しい施設整備を目指すとともに、質の高い教育研究活動を展開するため、土地、建物、設備等を全学的観点で高度有効活用を図る。

　２　安全管理に関する目標

　　　　安全な教育研究環境の確保および管理体制の確立を図る。

　３　人権の啓発に関する目標

　　　　教職員と学生の人権意識の向上を目指した取組を積極的に実施する。

175

176

177

178

179

・平成２０年度に策定した危機管理規程およ
び危機管理対策基本マニュアルの的確な運用
により、大学において発生する様々な事象に
伴う危機に迅速かつ的確に対処する。

　各種の健康診断の実施や長時間勤務者に対する面接制度の
運用により、教職員の健康の確保を図った。また、消防訓練
や救命講習、産業医による職場巡視などを引き続き実施し
た。

P51

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

評　価
委員会
評　価

備　　　考
自己
評価

年　度　計　画

　１　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

　　　Ⅴ　その他業務運営に関する目標

中
期
目
標

中　期　計　画

Ⅲ

　建物内の視覚障害者誘導設備を必要性の高いところについ
て整備した。また、学内サイン計画では案内所に関する表示
を整備した。

Ⅲ

　５月１５日に彦根３大学共同企画による危機管理セミナー
を実施し（参加者：３大学３９人）、大麻事件と新型インフ
ルエンザを主題にした全体講義と模擬会見による会見の実際
を学び、意識の向上を図った。

　２　安全管理に関する目標を達成するための措置

・危機管理や法令遵守に関する研修会を引き
続き開催し、意識の向上を図る。

P51 Ⅲ

　不要な廊下灯の消灯や、講義室の使用日の振り替えならび
に情報処理演習室の使用日の絞り込みによる空調設定時間の
短縮に加えて、情報処理演習室など冬季に暖房緩和が可能な
居室については、温度管理を厳密に行った。

　危機管理規程に基づき、５月に新型インフルエンザ対策本
部を設置し、全学休講や、感染および感染の疑いのがある者
を出席停止にするなど、危機事象に対して迅速かつ的確な対
応を行った。また、教職員の健康観察を内容とする新型イン
フルエンザ発生時対応要領や、新型インフルエンザ対策業務
継続計画を策定し、不測の事態に備える対策をとった。

・土地、建物、設備等の活用状況に関する点検・
評価を行い、有効活用と誰もが利用しやすい施設
として整備を行い、環境と共生し調和するエコ
キャンパスの構築に努める。

・労働安全衛生法等に基づき、学生および教職員
の安全教育や健康管理、災害防止体制の整備を行
う。 Ⅲ

Ⅲ

・「淡海ユニバーサルデザイン行動指針」に
基づき、引き続き誰もが利用しやすい施設と
して整備を図る。また、本学の屋外に設置さ
れている案内表示や標識について、全学的な
サイン計画のもとに見直しを行う。

・各学部・グループによる環境こだわり
（ISO14001)への取り組みを推進するととも
に、エネルギー管理の運用などを通じて省エ
ネ対策を実施することにより、引き続きエコ
キャンパスの構築に努める。

・衛生委員会の開催、産業医による職場巡
視、研修会の開催および健康管理に関する情
報の提供により、職場の安全および健康の維
持増進に努める。
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180 Ⅲ

自己
評価

評　価
委員会
評　価

備　　　考

・人権問題研修会を中心として、教職員や学
生の人権感覚を高める啓発や研修会を引き続
き実施する。

・教職員や学生に対する人権啓発研修の充実を図
る。

　全学の構成員を対象とした人権問題現地研修会を平成２１
年１２月に開催するとともに、各学部および国際教育セン
ターにおいても人権問題研修会を開催し、人権尊重に対する
一層の理解を深めた。

　３　人権の啓発に関する目標を達成するための措置 

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無
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その他業務運営に関する特記事項 

 

１ 省エネルギーの推進 

  引き続き、公認学生サークルの環境マネジメント事務所（ＥＭＯ）と協力して、省エネルギ

ー推進活動を進め、平成21年度は学部棟の廊下やトイレ、交流センター、体育館等の機器調

査を実施した。今後、対象範囲を広げながら、学内の消費電力の実態を集計分析していくこ

としている。 

  ＥＭＯの取り組みは、平成21年度のCO2ダイエットコンテストinおうみにおいて、準グラン

プリを獲得することとなり、年々活動が定着するとともに評価が高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 彦根３大学による危機管理研修会の開催 

  平成 21 年 5月 15 日（金）、大学サテライト・プラザ彦根において、本学と滋賀大学、聖

泉大学の３大学共同で、「危機発生時の対処策とマスコミ対応のスキルを学ぶ―大麻事件に

みる大学の危機管理―」というテーマで研修会を開催した。 

大学においても危機管理への関心が高まる中、模擬会見も取り入れた実践的な危機管理

研修を実施し、39名の参加があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※　財務諸表および決算報告書等を参照

181

182

183

中　期　計　画

実　　　　　　　　　　績中　期　計　画

　決算において剰余金が発生した場合は、教
育研究の質の向上および組織運営の改善に充
てる。

中　期　計　画 年　度　計　画

１　短期借入金の限度額
　　７億円
２　想定される理由
　　運営費交付金の受入遅延および事故の発生等
により緊急に必要となる対策費として借り入れす
ることを想定

　　Ⅸ　剰余金の使途

なし

年　度　計　画

　　Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

　　Ⅶ　短期借入金の限度額

なし

なし

実　　　　　　　　　　績

　なし

　　Ⅷ　重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画

　決算において剰余金が発生した場合は、教育研
究の質の向上および組織運営の改善に充てる。

　平成２０年度決算剰余金１３３，９１７千円のうち、２１，８１１千円を
積立金に、１１２，１０６千円を目的積立金として積み立てた。また、平成
２１年度に８６，９４２千円を取り崩し、教育・研究等の質の向上のための
財源に充てた。

実　　　　　　　　　　績年　度　計　画

１　短期借入金の限度額
　　７億円
２　想定される理由
　　運営費交付金の受入遅延および事故の発
生等により緊急に必要となる対策費として借
り入れすることを想定
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184

185

186

187

　１　施設・設備に関する計画

中　期　計　画 年　度　計　画

　８７百万円を平成２１年度予算の教育研究および組織運営の財源として充
当した。

　４　その他法人の業務運営に関し必要な事項

なし

なし

　９０百万円を平成２１年度予算の教育研究
および組織運営の財源として充当する。

なし

　２　人事に関する計画

○施設・設備の内容
　工学部新学科校舎施設設備
○予定額
　総額　１，４００百万円
○財源
　運営費交付金および施設整備費補助金

　教員人事については、学長管理枠の運用を行うため、人事計画に基づく教
員配置を進めた。また、事務局職員については、人事計画に従い法人職員の
採用を進めた。

実　　　　　　　　　　績

■施設・設備の内容
　工学部新学科教育・研究機器整備

■予定額（百万円）
　総額　１６０百万円

■財源
　運営費交付金

　教員人事については、学長管理枠の運用を
行うため、人事計画に基づく教員配置を進め
る。また、事務局職員については、人事計画
に基づき法人職員の採用を進める。

　なし

　３　積立金の使途

　　Ⅹ　滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項

　公立大学法人滋賀県立大学が望む教職員像、人
事の原則などについて策定する「人事方針」に基
づいて、自律的な定数管理による人事計画を策定
し、法人の中期目標を達成するために行う全ての
教育研究業務および法人運営業務の活性化に資す
る人事制度を運用する。
　その際には、外部資金を積極的に活用しつつ、
人件費の適正な管理に努めながら、教職員の適性
配置に努める。
　さらに、事務局職員については、公立大学法人
および大学に関する専門的な知識を有する職員を
養成していくため、期首における設立団体からの
派遣職員を減じて、法人職員の採用を進める。

■施設・設備の内容、執行額
　工学部新学科教育・研究機器整備　１６０百万円
  中央監視盤更新　　　　　　　　　１２５百万円
　太陽光発電増設　　　　　　　　　　１２百万円
　監視カメラ増設　　　　　　　　　　　３百万円

■財源
　運営費交付金 １６０百万円  　施設整備費補助金 １４０百万円
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○ 別表 （収容定員）

　環境科学研究科

15

51

後期課程

前期課程

　人間文化学研究科

後期課程

前期課程
研究科

後期課程

　人間看護学研究科

　工学研究科

前期課程

101.1

　人間文化学部

　工学部

283

710 110.9640

112.0

280

540

107.1

66

605

72

28

81

102 112

720

定員充足率
b／a×100　（％）

学科・研究科名

34

収容定員
a　（人）

771

学部

　人間看護学部

収容数
b　（人）

　環境科学部

24

17

88

24

79

73

6

54

30

29

24

109.8

122.2

105.9

88.2

120.8

85.7

97.5

110.6

40.0

141.2
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